
は

じ

め

に

『
切
磋
藁
』
は
近
世
京
都
在
住
の
牢
人
、
民
間
教
導
家
・
著
述
家
で
あ
る

中
村
三
近
子
（
一
六
七
一
〜
一
七
四
一
）
が
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
稿

（
�
）

を
成
し
た
著
作
の
写
本
史
料
で
あ
る
。
そ
の
所
蔵
者
で
あ
る
中
野
三
敏
氏
は

三
近
子
の
通
称
、
経
歴
、
著
作
傾
向
の
例
証
に
こ
れ
を
用
い
、
将
軍
吉
宗
へ

の
政
治
意
見
を
連
ね
て
目
安
箱
に
投
じ
ら
れ
た
『
山
下
広
内
上
書
』
に
対
す

（
�
）

（
�
）

る
、
批
判
の
書
と
し
て
こ
の
書
物
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
書
は
時
間
的
に
捉
え
た
場
合
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
『
漢
誹

沓
付
』
以
降
、
長
い
空
白
期
を
経
て
、
享
保
一
四
年
か
ら
の
数
年
間
に
往
来

物
、
教
訓
書
な
ど
を
集
中
的
に
量
産
し
た
三
近
子
に
お
い
て
、
出
版
界
へ
の

再
登
場
を
は
か
る
前
提
に
ど
の
よ
う
な
思
想
が
み
ら
れ
た
か
を
知
る
貴
重
な

手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

ま
た
『
切
磋
藁
』
が
批
判
す
る
『
山
下
広
内
上
書
』
に
つ
い
て
も
、
享
保

六
年
九
月
の
投
函
直
後
に
吉
宗
が
閲
読
し
賞
賛
し
た
経
緯
を
含
め
室
鳩
巣
が

そ
の
読
後
感
を
報
告
し
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
は
老
中
松
平
定
信
も

同
僚
に
回
覧
し
意
見
を
交
換
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
近
子
も
『
象
の
貢
献
』

で
吉
宗
の
「
聖
代
」
を
賛
美
し
、『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
頒
布
に
触
発
さ
れ

『
六
諭
衍
義
小
意
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
他
に
も
『
山
下
広
内
上
書
』
は
当

時
吉
宗
の
著
作
と
し
て
盛
行
し
た
が
実
は
鳩
巣
の
作
で
あ
る
『
明
君
家
訓
』

を
、『
武
士
訓
』
と
の
類
似
か
ら
井
澤
長
秀
（
蟠
龍
子
、
一
六
六
八
〜
一
七

三
〇
）
の
作
と
推
定
し
そ
の
絶
版
を
も
提
案
す
る
が
、
鳩
巣
も
自
著
た
る
を

秘
し
て
こ
の
一
件
に
触
れ
、
三
近
子
は
『
切
磋
藁
』
で
『
明
君
家
訓
』
を
高

く
評
価
し
、『
四
民
往
来
』「
士
之
部
大
意
」
で
井
澤
の
『
武
士
訓
』
に
好
意

（
�
）

を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
書
誌
的
に
捉
え
て
も
、『
武
士
訓
』『
明
君
家
訓
』

い
ず
れ
も
柳
枝
軒
茨
木
（
城
）
多
左
衛
門
の
刊
で
後
者
は
前
者
の
付
録
に
位

（
�
）

置
づ
け
ら
れ
、『
山
下
広
内
上
書
』
の
写
本
自
体
、『
明
君
家
訓
』
や
定
信
ら

（
�
）

の
文
書
と
合
綴
さ
れ
る
例
も
あ
る
。

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕中

村
三
近
子
の
『
切
磋
藁
』
に
つ
い
て

│
│
民
間
教
導
論
へ
の
い
と
ぐ
ち
│
│

和

田

充

弘

（
社
会
学
部
嘱
託
講
師
）

― １ ―



こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
『
切
磋
藁
』
は
当
時
の
政
治
と
教
学
に
か
か
わ
る
言

説
空
間
を
他
の
人
物
や
著
作
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
大
枠
か

ら
民
間
で
の
教
導
を
活
躍
の
場
と
す
る
三
近
子
を
捉
え
な
お
す
手
掛
か
り
に

も
な
ろ
う
（
表
１
参
照
）。
本
稿
で
は
以
上
の
観
点
を
踏
ま
え
、『
切
磋
藁
』

の
文
献
考
証
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
書
誌
、
著
作
意
図
お
よ
び
形
式
的
特
徴

『
切
磋
藁
』
の
書
誌
は
以
下
の
通
り
。
中
野
三
敏
氏
蔵
、
写
本
、
一
冊
、

縦
二
三
、
九
×
横
一
六
、
九
㎝
、
二
三
丁
、
表
紙
に
外
題
「
切
磋
藁
」（
直

接
書
入
）、
そ
の
左
下
に
貼
紙
「
俊
里
御
筆
」、
内
題
「
論
山
下
広
内
之
上

書
」、
そ
の
下
に
「
中
村
絅
錦
子
述
」、
半
丁
に
つ
き
八
行
、
仮
名
書
き
、
本

文
は
計
一
五
条
、
同
奥
書
は
「
寅
〔
享
保
七
年
〕
六
月

洛
下
清
水
寺
坂
隠

士
中
村
勘
介
辨
」、「
追
加
」（
そ
の
下
に
「
寅
十
二
月
廿
九
日

述
愚
意
」）

は
計
二
条
、
同
奥
書
は
「
寅
十
二
月
廿
九
日

中
村
絅
錦
子
」。
執
筆
の
経

緯
に
つ
い
て
は
別
途
、『
象
の
貢
献
』（
同
一
四
年
五
月
刊
）「
日
本
近
年
十

雨
の
瑞
例
」
に
「
近
き
享
保
年
中
日
本
に
聖
代
の
十
雨
の
嘉
瑞
あ
り
し
を
不

侫
心
を
付
て
見
出
し
心
中
い
た
ま
し
く
て
、
其
折
か
ら
家
童
の
節
義
を
励
ま

さ
ん
た
め
、
切
瑳
藁
と
い
ふ
書
物
を
、
十
四
条
〔
マ
マ
〕
に
編
述
し
て
与
へ

り
。
固
よ
り
余
吉
凶
栄
辱
の
名
聞
に
志
な
け
れ
ば
、
世
人
の
邪
曲
侫
奸
の
人

口
の
さ
も
し
き
、
世
を
諂
ふ
の
軽
薄
の
と
評
ぜ
ら
る
ゝ
も
流
石
誉
る
ゝ
様
に

な
ふ
て
物
く
さ
く
、
切
瑳
藁
を
印
本
に
も
鏤
ず
し
て
、
家
童
の
外
は
武
門
の

（
�
）

同
志
、
一
両
輩
に
吹
聴
た
る
ま
で
也
」
と
あ
る
。
泰
平
を
象
徴
す
る
「〔
五

風
〕
十
雨
」
の
実
現
に
感
銘
を
受
け
た
の
を
機
に
、
息
子
達
の
「
節
義
」
を

表 1 『切磋藁』関連年譜

三近子生
師・山崎闇斎没
正月『書札調法記』（太字は三近子著作、以下同）刊
二月中村三近堂『用文章指南大全』刊
二月『漢誹沓付』刊

【長い空白期】
正月井澤長秀『武士訓』、正月室鳩巣『明君家訓』（ともに柳枝軒茨木
（城）多左衛門刊）
八月目安箱実施、九月二日山下幸（広）内が投書（徳川吉宗と鳩巣は閲
読←『兼山麗沢秘策』）
四月鳩巣『六諭衍義大意』刊、六月（本文 15条）・十二月廿九日（「追
加」2条）『切磋藁』

【言説空間への参入→集中的な量産へ】
五月絅三近凹凸中『象の貢献』刊、九月絅錦斎中村三近子『四民往来』刊
三月徳川宗春『温知政要』序、七月『六諭衍義小意』刊、十二月『温知
政要輔翼』序
夏『南方紀伝』（三近子校訂）序
三近子没
正月松平定信、「山下幸内の上書」につき松平信明、松平乗完、本多忠
籌と問答

寛文 11 1671
天和 2 1682
元禄 8 1695
元禄 10 1697
元禄 13 1700

正徳 5 1715

享保 6 1721

享保 7 1722

享保 14 1729
享保 16 1731

元文 4 1739
寛保 1 1741
寛政 2 1790

中
村
三
近
子
の
『
切
磋
藁
』
に
つ
い
て

― ２ ―



奨
励
す
べ
く
書
き
与
え
た
の
が
『
切
磋
藁
』
で
あ
り
、
当
初
か
ら
版
行
の
予

定
は
な
く
、
武
士
の
知
己
一
、
二
名
に
知
ら
せ
る
範
囲
に
止
め
た
と
い
う
。

事
実
、
刊
本
は
所
在
せ
ず
、
他
の
写
本
も
不
明
で
あ
る
。

表
２
に
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
が
、
書
物
全
体
か
ら
窺
い
知
れ
る
形
式
的

な
特
徴
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、
第
一
に
、「
追
加
」
二
条
を
除
く
一
五
条
に

漏
ら
さ
ず
『
山
下
広
内
上
書
』
へ
の
批
判
が
確
認
で
き
る
。

そ
の
表
現
の
形
態
に
留
意
し
て
抜
き
出
す
と
、
①
「
古
語
に
文
王
を
称
し

て
小
心
翼
々
た
り
と
い
へ
り
。
然
る
に
広
内
上
書
の
全
躰
胆
太
に
し
て
小
心

（
�
）

の
慎
な
し
」
⑴
、「〔「
忠
信
な
る
家
来
」「
臣
子
の
忠
孝
」
か
ら
す
れ
ば
〕

主
君
の
為
に
越
王
の
舌
を
か
る
に
及
ぬ
事
明
け
し
。
ケ
様
の
本
を
論
ぜ
ず
、

猥
り
に
評
を
な
す
は
放
蕩
の
荒
言
な
る
べ
し
」
⑺
、「
五
穀
不
熟
の
時
に
金

銀
が
御
食
に
成
間
敷
と
申
上
候
口
上
、
不
足
論
」
⑻
、「
当
時
兵
乱
を
語
る

は
先
其
時
節
に
あ
ら
ず
、
不
躾
の
至
り
也
」
⑻
、「
い
か
な
れ
ば
広
内
如
此

に
文
盲
〔
差
別
的
表
現
だ
が
原
文
の
ま
ま
引
用
〕
な
る
や
。
天
下
の
本
は
国

に
あ
り
。
国
の
本
は
家
〔「
に
」
欠
〕
あ
り
」
⑾
、「
然
共
広
内
言
葉
ひ
ら
た

く
し
て
詞
気
お
ご
れ
り
。
無
礼
の
言
葉
は
可
悪
。
こ
れ
を
下
克
上
の
詞
と
い

ふ
な
る
べ
し
」
⑿
と
、
感
情
的
、
断
定
的
に
論
難
す
る
も
の
、
②
「
恐
く
は

膠
柱
の
語
と
い
ふ
べ
し
」
⑵
、「
さ
し
て
奉
誉
事
に
あ
ら
ず
」
⑶
、「
碌
々
口

上
也
」
⑷
、「
広
内
等
の
匹
夫
の
奉
評
事
に
あ
ら
ず
」
⑸
、「
広
内
が
口
上
は

婦
人
の
愚
昧
案
過
し
と
い
ふ
物
な
り
」
⑻
、「
是
井
蛙
の
見
に
て
狭
論
也
」

⑼
、「
甚
以
一
概
な
り
。
…
…
ケ
様
の
御
政
事
は
下
と
し
て
不
可
奉
論
也
」

⑽
、「
広
内
源
を
不
尋
、
枝
流
の
口
上
一
笑
に
似
た
り
」
⑾
、「
是
等
を
古
よ

り
管
天
蠡
海
の
見
識
と
て
甚
以
せ
ば
き
論
な
り
。
…
…
必
広
内
ち
つ
と
も
気

表 2 『切磋藁』内容一覧

広内上書は総じて「小心翼々」の慎みに欠ける
紀州藩出身か否かに拘泥せず、公正に幕臣を査定するのが将軍の器量
死罪と武断の抑制は歴代将軍に該当し、とりたてて評価すべき事柄ではない
常人並みの賞賛で将軍の権威をおとしめてはならない
金銀の流通による万民の富裕を提唱するだけでは墨子兼愛の説に陥る
吉宗は不信心との指摘に対し、神仏への信心は人民に強制するものではない
苟賤・韓信の特異な例で中国を否定し「武国」「神国」を誇示するのはあ
たらない
「万物生育」が天地の基本原則、泰平の時代に「兵乱の口上」は不適当
『明君家訓』の内容を支持、絶版は強制せず民意の動向に任せればよい
相対済し令を徳政と受け取る社会的混乱の指摘に対し、貸借の「利害平
等」は困難
儒教的な「治道」の精神に立つ点では国政も天下の統治も同じ
広内上書は「無礼」「下克上の詞」
役人・御家人は対「万民」ではなく将軍への「御為」にむしろ専心すべき
金銀の滞りない流通は町人風俗の趨勢で、過ぎた「驕奢」の発生がむしろ
問題
「士民の真服」（『山下広内上書』）を将軍の「御楽」とする説への批判
役人にとっての「御為」とは自身の利害を克服すること
昨年と本年は五風十雨の「聖代」を実現、その認識こそ「御為」の基本

第 1条
第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条

第 8条
第 9条
第10条

第11条
第12条
第13条
第14条

第15条
「追加」1条
同上 2条

― ３ ―
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遣
あ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
墨
子
が
兼
愛
の
粕
を
ね
ぶ
り
た
る
口
上
な
る
べ

し
」
⒁
と
、
冷
静
な
分
析
を
踏
ま
え
て
低
い
評
価
を
下
す
も
の
、
そ
し
て
③

「
金
銀
は
世
界
に
散
れ
ば
万
民
ゆ
た
か
に
、
金
銀
す
く
め
ば
万
民
困
究
す
る

の
論
、
尤
よ
し
。
畢
竟
日
本
の
金
銀
は
皆
将
軍
様
の
物
な
れ
ば
、
別
に
御
者

た
て
被
遊
御
倉
府
に
御
た
く
は
へ
常
人
の
や
う
に
御
貨
殖
可
被
遊
い
は
れ
な

き
の
意
味
、
い
や
と
い
わ
れ
ず
。
し
か
し
心
は
宜
し
く
て
詞
気
過
て
病
あ
る

に
似
た
り
」
⑸
、「
仏
神
御
信
心
う
す
く
被
遊
御
座
候
と
広
内
奉
論
た
る
の

語
、
甚
以
一
概
な
る
口
上
、
尤
取
に
た
ら
ず
。
…
…
併
大
名
高
家
の
御
身
分

に
て
常
に
念
珠
を
さ
ま
く
り
朝
夕
仏
像
に
む
か
い
て
合
掌
の
姿
は
、
大
将
に

し
て
は
少
甘
過
た
る
や
う
に
覚
へ
、
予
が
如
き
一
芥
偏
屈
の
士
は
さ
や
う
の

大
守
を
主
君
と
奉
崇
事
心
中
に
慊
ず
。
是
も
予
が
一
概
の
病
也
」
⑹
、「
日

本
は
武
国
也
、
故
に
義
を
以
て
本
と
す
、
ケ
様
の
貴
国
よ
り
い
や
し
き
唐
国

の
事
を
御
手
本
に
被
遊
候
は
い
か
ゞ
と
奉
評
た
る
文
段
、
武
義
の
論
尤
の
や

う
に
聞
え
て
委
し
か
ら
ず
。
麁
相
の
病
あ
る
に
似
た
り
」
⑺
、「
尤
哥
舞
蹴

�
の
御
作
文
な
ら
ば
、
広
内
が
口
上
当
れ
る
な
る
べ
し
」
⑼
、「
匹
夫
の
下

賤
と
し
て
御
上
へ
上
書
仕
間
敷
物
に
も
あ
ら
ず
。
…
…
下
賤
の
言
を
も
御
用

捨
は
御
上
の
御
聡
明
に
あ
る
事
な
り
」
⑿
、「
下
賤
の
情
曽
而
御
上
へ
不
達

と
い
へ
り
。
此
語
諸
人
と
も
に
尤
と
思
へ
り
。
然
れ
ど
も
至
極
の
言
葉
あ
ら

ず
」
⒀
、「
た
ゞ
真
を
御
楽
被
遊
候
へ
と
の
語
、
い
や
と
い
わ
れ
ぬ
や
う
に

き
こ
え
て
は
つ
と
し
た
る
詞
な
り
」
⒂
と
、
譲
歩
や
部
分
的
な
同
意
を
伴
う

も
の
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

広
内
上
書
へ
の
批
判
を
ひ
と
ま
ず
形
式
的
に
捉
え
た
な
ら
ば
、
単
調
で
は

な
く
強
弱
・
硬
軟
の
段
階
的
な
幅
を
持
ち
、
区
分
可
能
な
も
の
と
い
え
よ

う
。
の
み
な
ら
ず
、
中
間
的
と
い
え
る
②
に
は
多
様
な
事
例
が
混
在
す
る
も

の
の
、
①
に
は
儒
教
道
徳
へ
の
無
理
解
に
対
す
る
指
摘
が
、
③
に
は
幕
府
・

将
軍
の
在
り
方
や
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
の
も
の
が
多

く
、
日
本
に
お
け
る
「
義
」
の
模
索
に
触
れ
る
も
の
も
交
じ
る
。

第
二
に
幕
府
や
将
軍
に
対
す
る
肯
定
的
な
支
持
、
尊
重
に
か
か
わ
る
語
彙

が
本
書
に
は
目
立
つ
が
、
そ
の
具
体
例
と
頻
度
を
調
べ
て
み
る
と
、
上
位
か

ら
「
御
為
」
⒀
⒁
⒃
⒄
（
計
三
〇
）、「
御
上
」
⑸
⑹
⑺
⑿
⒀
⒁
（
計
一

六
）、「
将
軍
様
（
の
御
身
分
）」
⑷
⑸
⑹
（
計
四
）、「
御
当
代
（
当
御
代
）」

⑶
⑾
⒄
、「
御
楽
」
⒂
（
い
ず
れ
も
計
三
）、「
御
作
」
⑼
、「
御
政
事
（
御
政

務
）」
⑽
⒄
、「
御
徳
用
」
⒀
、「
御
一
箇
」
⒀
（
い
ず
れ
も
計
二
）、「
人
君

の
大
器
」
⑵
、「
当
君
様
」
⑶
、「
人
君
の
最
上
」
⑷
、「
御
明
君
」
⑷
、「
御

金
言
」
⑼
、「
御
作
文
」
⑼
、「
御
高
論
」
⑼
、「
御
一
身
」
⑾
、「
御
聡
明
」

⑿
、「
御
身
分
」
⒀
（
い
ず
れ
も
計
一
）
の
順
と
な
る
。
広
汎
な
分
布
が
確

か
め
ら
れ
る
が
、
第
一
位
の
「
御
為
」
は
広
内
上
書
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド

で
も
あ
る
。

第
三
に
広
内
上
書
以
外
の
典
拠
か
ら
の
引
用
箇
所
を
全
部
挙
げ
る
と
、

「
近
思
録
曰
、
胆
欲
太
心
欲
小
」、「
古
語
に
文
王
を
称
し
て
小
心
翼
々
た
り

と
い
へ
り
〔
再
掲
〕」（『
朱
子
語
類
』
よ
り
）
⑴
、「
燕
雀
は
大
鵬
の
心
を
不

知
の
い
は
れ
」（『
史
記
』
よ
り
）
⑸
、「
楚
王
細
腰
を
こ
の
め
ば
宮
中
に
餓

死
す
る
も
の
多
と
い
ふ
格
」（『
荀
子
』
他
よ
り
）、「
予
カ
先
師
山
崎
喜

〔
嘉
〕
右
衛
門
、
大
和
小
学
を
著
述
し
て
、
去
今
の
僧
儒
は
釈
迦
の
食
な
と

い
ふ
魚
を
く
ひ
持
な
と
云
女
房
を
も
ち
、
儒
者
の
坊
主
二
つ
な
が
ら
奇
異
の

く
せ
も
の
と
云
置
し
は
」
⑹
、「
羞
悪
の
心
は
義
の
端
と
も
い
へ
り
。
又
孟

中
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三
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子
の
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い
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子
曰
、
生
亦
我
所
欲
也
、
義
亦
我
所
欲
也
、
二
者
〔「
不
」
欠
〕
可
得
兼
、

舎
生
而
取
義
者
也
。
又
曰
、
蹴
爾
而
与
之
乞
人
不
屑
也
」、「
伯
夷
叔
斉
義
不

食
周
粟
の
語
」（『
史
記
』）
⑺
と
、
朱
子
学
関
連
を
押
さ
え
な
が
ら
、
経

学
、
史
書
、
諸
子
の
代
表
的
な
書
物
か
ら
の
抜
粋
が
並
ぶ
。
詩
文
集
を
欠
く

の
は
、
博
学
や
記
誦
詞
章
の
学
に
与
し
な
い
三
近
子
の
傾
向
を
再
確
認
す
る

事
例
と
い
え
よ
う
。

ま
た
漢
籍
に
由
来
す
る
概
念
と
事
項
へ
の
言
及
を
並
べ
て
も
、
墨
子
兼

愛
、
理
一
分
殊
、
桀
紂
、
智
仁
勇
の
三
徳
（『
中
庸
』）
⑸
、
句
賤
・
韓
信

（『
史
記
』）、
予
譲
呑
炭
（
同
）
⑺
、
蘇
軾
「
喜
雨
亭
記
」、
五
風
十
雨
（『
論

衡
』）
⑻
、
澹
台
滅
明
（『
論
語
』）
⑼
、『
大
学
』
八
条
目
、
虞
�
の
訟

（『
史
記
』）
⑾
、
芻
言
（『
詩
経
』）
⑿
、
以
蠡
測
海
・
以
管
窺
天
（『
漢

書
』）、
始
皇
帝
咸
陽
宮
、
墨
子
兼
愛
（
再
）
⒁
、
楽
・
八
音
（『
周
礼
』）

⒂
、
五
風
十
雨
（
再
）
⒄
、
と
い
っ
た
例
が
そ
の
全
容
で
あ
る
。
や
は
り
朱

子
学
を
含
む
儒
教
に
関
す
る
も
の
が
占
め
て
い
る
。
広
内
上
書
が
武
に
象
徴

さ
れ
る
日
本
の
特
殊
性
に
強
く
傾
く
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

形
式
的
な
側
面
を
本
格
的
な
考
察
へ
の
導
入
に
置
け
ば
、『
切
磋
藁
』
は

儒
教
的
な
教
養
と
価
値
観
に
立
脚
し
広
内
上
書
と
対
立
す
る
一
方
、
幕
府
・

将
軍
の
在
り
方
を
共
通
の
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
枠
組
み
の
総
体
的
な
認
識
が
「
節
義
」
の
自
覚
を
導
く
の
で
は
な
い
か

と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。

二
、
将
軍
の
�
器
量
�
を
め
ぐ
る
言
説

幕
府
に
よ
る
評
定
所
前
箱
つ
ま
り
目
安
箱
の
設
置
は
享
保
六
年
八
月
よ
り

実
施
、
同
閏
七
月
二
五
日
、
日
本
橋
高
札
場
に
掲
げ
ら
れ
た
江
戸
町
奉
行
の

「
覚
」
に
は
、
近
年
の
「
す
て
ふ
み
」
横
行
へ
の
対
策
か
ら
「
御
仕
置
筋
之

儀
ニ
付
御
為
に
な
る
へ
き
品
之
事
」
以
下
二
条
（
諸
役
人
の
「
私
曲
ひ
ふ

ん
」、
未
詮
議
に
て
放
置
の
「
訴
訟
」
の
申
し
出
）
に
該
当
す
れ
ば
「
か
た

く
封
し
…
…
訴
人
之
名
并
宿
書
付
」
を
条
件
に
月
に
三
日
昼
九
ツ
時
を
刻
限

（
�
）

に
「
直
訴
す
べ
き
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
直
訴
」
の
制
度
化

は
将
軍
権
力
集
中
に
よ
る
独
裁
的
な
民
意
へ
の
処
断
と
、
そ
れ
を
下
支
え
す

（
�
）

る
幕
吏
へ
の
督
励
と
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。

室
鳩
巣
の
加
賀
宛
書
簡
を
収
録
す
る
『
兼
山
麗
沢
秘
策
』
に
拠
る
と
、

（
�
）

『
山
下
広
内
上
書
』
の
投
函
は
同
年
九
月
二
日
早
朝
、
ま
た
一
読
後
「
奇
特
」

さ
へ
の
「
御
機
嫌
」
も
良
く
、
老
中
三
奉
行
以
下
に
直
接
こ
れ
を
示
し
た
将

軍
吉
宗
に
つ
い
て
も
「
扨
々
上
の
御
度
量
広
き
事
乍
恐
奉
感
候
。
上
に
は
一

向
に
無
御
構
、
却
て
御
機
嫌
に
被
思
召
候
旨
、
御
老
中
は
じ
め
諸
役
人
に
被

（
�
）

仰
渡
事
、
中
々
凡
慮
難
量
事
に
て
諸
人
奉
感
候
」
と
記
し
て
い
る
。
専
管
事

項
と
し
て
投
書
へ
の
対
応
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
将
軍
吉
宗
だ
が
、
幕
臣
か

ら
み
れ
ば
独
裁
者
に
は
程
遠
く
、
器
量
の
寛
容
さ
に
優
れ
た
人
物
だ
っ
た
。

時
に
辛
口
な
鳩
巣
も
こ
の
点
に
は
同
感
す
る
。

さ
ら
に
鳩
巣
自
身
も
「
題
は
武
門
大
和
大
乗
と
申
候
由
、
其
書
去
方
に
て

一
遍
ひ
そ
か
に
見
申
候
」
と
こ
の
上
書
を
或
る
筋
を
介
し
て
閲
覧
し
得
た
上

で
、
所
感
を
交
え
た
報
告
を
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

去
ど
も
畢
竟
儒
者
に
て
は
治
り
が
た
く
候
間
、
日
本
は
中
国
の
風
俗
と

違
候
由
、
又
は
儒
仏
神
共
に
捨
が
た
く
候
事
、
又
謙
信
を
聖
賢
の
様
に

称
し
申
事
、
是
等
に
て
御
推
察
可
被
成
、
不
足
信
用
儀
候
へ
共
、
御
当

― ５ ―
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代
事
を
少
も
不
憚
論
申
候
。其
処
に
は
い
か
様
尤
成
事
も
有
之
候
。…
…

右
広
内
書
中
に
は
上
の
被
遊
方
は
小
器
と
申
物
に
候
。
天
下
は
左
様
に

て
は
不
罷
成
候
。
紀
州
を
治
ら
れ
候
格
に
被
思
召
候
へ
ど
も
、
天
下
と

国
と
は
違
申
候
。
御
簡
略
と
有
之
候
得
共
、
畢
竟
御
手
廻
に
罷
成
候
。

其
段
衆
人
よ
く
存
候
。
中
々
心
服
不
仕
候
。
御
鷹
野
は
昔
よ
り
有
事
に

は
候
へ
ど
も
民
の
難
儀
に
及
申
候
。
…
…
さ
て
ゝ
ゝ
何
世
に
も
人
有
之

と
存
候
て
感
涙
に
及
申
候
。
明
君
家
訓
を
ば
細
川
殿
家
来
武
士
訓
の
作

者
と
同
事
と
心
得
罷
在
候
、
滅
板
被
仰
付
可
然
な
ど
と
書
し
、
世
に
上

の
御
作
な
ど
と
申
者
有
之
候
、
左
候
は
ゞ
か
や
う
の
小
き
事
、
上
の
被

遊
と
存
候
て
は
、
御
為
い
か
ゞ
候
間
滅
板
被
仰
付
候
様
と
の
事
に
て

（
�
）

候
。

広
内
の
奇
特
さ
へ
の
好
感
は
吉
宗
と
同
様
で
あ
る
。
武
国
日
本
の
特
殊
性

に
偏
向
し
て
儒
教
に
無
理
解
な
の
を
不
審
に
思
う
一
方
、
吉
宗
の
政
治
に
対

す
る
直
言
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
容
認
す
る
。
先
の
例
で
は
幕
閣
の
人
々
に

同
調
し
て
吉
宗
の
器
量
を
称
え
た
鳩
巣
だ
が
、
こ
こ
で
は
将
軍
に
ふ
さ
わ
し

い
器
量
の
未
達
成
を
指
摘
す
る
広
内
に
関
心
を
寄
せ
る
。
ま
た
『
明
君
家

訓
』
に
つ
い
て
も
鳩
巣
の
自
著
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ず
、
器
量
に
劣
る
一
陪

臣
の
著
述
が
将
軍
の
実
作
と
誤
解
さ
れ
る
の
は
「
御
為
」
の
妨
げ
と
な
る
か

（
�
）

ら
絶
版
に
す
べ
き
だ
と
、
広
内
上
書
の
内
容
を
改
変
し
て
伝
え
る
。
そ
し
て

「
畢
竟
御
用
に
成
人
品
と
は
不
奉
存
候
。
其
故
歟
御
奉
公
の
御
沙
汰
不
承

（
�
）

候
。
去
共
当
代
に
は
珍
敷
器
量
の
人
品
と
奉
存
候
」
と
い
う
の
が
鳩
巣
の
最

終
的
な
評
価
で
あ
っ
た
。
鳩
巣
の
広
内
上
書
に
対
す
る
解
釈
と
は
「
御
為
」

す
な
わ
ち
幕
府
・
将
軍
の
利
益
と
な
る
政
治
的
献
策
を
要
求
す
る
目
安
箱
へ

の
回
答
が
果
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
届
け
る
だ
け
で
な
く
、
将
軍
権
力
集
中

策
を
裏
付
け
る
人
物
的
資
質
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
将
軍
個
人
の
器
量
と
い
う

問
題
を
、
心
情
的
な
賛
美
に
と
ど
ま
ら
な
い
批
判
的
考
察
の
対
象
へ
と
展
開

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
、
確
認
の
作
業
な
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
み
た
言
説
空
間
を
踏
ま
え
て
行
う
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
器
量
に

つ
い
て
の
議
論
を
中
心
に
据
え
た
広
内
上
書
全
体
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
ま
ず

「
天
下
の
政
道
を
し
ろ
し
め
す
御
大
将
は
、
御
好
き
ら
ひ
の
し
れ
ざ
る
を
以

て
用
と
し
、
細
か
成
事
に
御
心
を
よ
せ
ら
れ
ぬ
を
以
體
と
し
…
…
凡
権
威
の

身
さ
へ
度
量
挟
窟
し
て
は
難
叶
と
御
座
候
へ
ば
」（『
山
下
広
内
上
書
』
１３
）

云
々
と
、
こ
の
上
書
で
も
器
量
が
将
軍
の
要
件
と
さ
れ
、「
天
下
の
武
将
と

備
ら
せ
給
ふ
御
大
将
は
、
古
よ
り
悉
く
奉
撰
将
器
…
…
権
現
様
已
来
、
珍
敷

も
当
将
軍
様
自
然
と
御
名
将
に
御
機
備
ら
せ
ら
れ
」（
同
前
１
）
と
、
吉
宗

の
稀
有
な
個
人
的
資
質
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
鳩
巣
の
読
み
は
的
外
れ
で
は
な
く
、
広
内
独
自
の
器
量
論
は
批
判

的
な
忠
言
へ
と
展
開
す
る
。「
御
政
道
思
召
儘
に
行
届
か
ね
、
是
の
み
御
身

苦
被
遊
、
御
工
風
御
思
案
止
時
な
く
、
是
全
天
下
を
掌
に
治
給
ふ
に
非
ず
。

先
初
に
御
心
を
案
じ
、
能
々
御
心
の
治
り
た
る
以
後
な
ら
で
は
、
天
下
は
全

く
治
ら
ざ
る
も
の
と
承
り
申
候
」「
惣
て
慮
知
思
弁
方
便
は
か
り
事
を
以
て

な
せ
る
事
に
は
、
是
非
の
差
別
御
座
候
」（
同
前
３
・
４
）
と
い
う
よ
う

に
、
広
内
か
ら
み
れ
ば
吉
宗
初
年
の
才
知
に
頼
る
対
症
的
な
諸
政
策
は
効
果

を
持
た
な
い
も
の
で
、
将
軍
に
は
「
御
心
」
を
定
め
、
そ
の
器
量
に
相
当
す

る
天
下
掌
握
の
原
則
を
弁
え
る
こ
と
の
方
が
先
決
で
あ
っ
た
。

一
天
下
を
治
さ
せ
給
ふ
御
身
に
於
て
は
、
金
銀
は
有
生
不
滅
の
世
宝
に

中
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て
、
い
つ
迄
も
不
滅
し
て
天
下
に
融
通
し
め
ぐ
る
物
に
て
御
座
候
へ

ば
、
大
名
以
下
の
心
と
は
各
別
の
違
ひ
…
…
米
穀
は
一
年
切
の
物
に

て
、
悪
年
打
続
候
得
ば
何
方
よ
り
も
入
事
な
く
、
扨
一
日
半
日
も
無
て

み
た
か
ら

不
叶
御
百
姓
に
て
御
座
候
。（
同
前
６
）

そ
れ
は
人
々
の
生
存
に
か
か
わ
る
米
穀
の
確
保
を
第
一
と
し
、
第
二
に
金

銀
の
生
成
不
滅
を
楽
観
視
し
た
上
で
、
天
下
に
お
け
る
そ
の
流
通
を
促
進
す

べ
き
と
い
う
経
済
上
の
原
則
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
状
で
は

「
当
時
御
風
儀
乍
恐
奉
伺
候
に
、
金
銀
を
以
て
本
心
と
被
遊
、
米
穀
を
以
支

體
と
被
遊
候
。
此
前
後
黒
白
し
て
大
切
至
極
の
御
事
に
御
座
候
。
只
今
此
前

後
に
よ
つ
て
、
金
銀
の
手
足
余
程
不
叶
様
に
相
見
へ
申
候
」（
同
前
１１
）
と

述
べ
る
よ
う
に
、
優
先
順
位
の
本
末
転
倒
を
起
し
、
自
由
な
流
通
に
委
ね
る

べ
き
金
銀
へ
の
過
度
な
干
渉
を
加
え
て
い
る
の
が
幕
府
経
済
政
策
の
実
態
で

あ
る
と
い
う
。
反
面
、「
金
銀
は
片
寄
安
き
も
の
に
て
、
多
有
所
へ
段
々
集

り
、
少
く
と
ぼ
し
き
所
は
間
も
無
滅
す
る
も
の
に
て
御
座
候
へ
共
、
上
よ
り

随
分
融
通
自
由
に
成
候
に
御
心
を
不
被
附
候
へ
ば
、
兎
角
す
く
み
安
き
も
の

に
て
御
座
候
。
是
困
窮
と
豊
成
の
境
に
て
御
座
候
」（
同
前
８
・
９
）
と
い

う
の
が
、
幕
府
の
踏
ま
え
る
べ
き
貨
幣
経
済
の
原
則
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
個
々
の
施
策
に
対
し
て
も
、
相
対
済
し
令
に
は
「
金
子
の
公

事
御
取
上
無
御
座
候
上
は
、
曾
て
返
弁
金
は
不
仕
、
依
之
新
規
貸
金
仕
候
も

の
無
御
座
候
。
日
本
の
宝
す
く
み
と
な
り
、
困
窮
の
種
と
な
り
候
。
…
…
金

銀
は
通
る
を
以
た
か
ら
と
仕
候
」（
同
前
４
）
と
、
緊
縮
財
政
に
は
「
将
軍

様
の
御
し
ま
つ
被
遊
金
銀
御
溜
め
被
遊
候
へ
ば
、
一
天
下
の
万
民
皆
々
困
窮

仕
候
。
纔
の
問
屋
共
売
物
を
〆
候
て
さ
へ
、
其
儘
其
物
の
高
直
に
な
る
」

（
同
前
５
）
云
々
と
、
御
家
人
切
米
支
給
の
遅
延
に
は
「
第
一
御
大
切
の
御

家
人
を
纔
の
事
に
て
御
責
被
遊
候
へ
ば
、
況
下
万
民
の
事
に
お
い
て
御
憐
愍

の
無
と
こ
ろ
、
乍
恐
下
下
の
奉
察
事
に
御
座
候
」（
同
前
７
）
と
、
鷹
狩
復

活
に
は
「
江
戸
近
在
殊
の
外
困
窮
仕
候
事
…
…
御
遊
山
の
為
に
人
民
困
め
給

ひ
、
御
楽
に
は
被
為
成
間
敷
御
事
に
奉
存
候
」（
同
前
８
）
と
、
奢
侈
品
禁

制
に
は
「
内
福
者
の
す
く
み
置
し
金
銀
を
出
さ
せ
候
が
、
通
用
自
在
の
元
」

（
同
前
１１
）
と
、
い
ず
れ
も
人
々
の
困
窮
を
招
く
故
に
否
定
的
な
評
価
が
向

（
�
）

け
ら
れ
た
。

以
上
に
関
連
し
て
広
内
は
「
天
然
自
然
の
道
理
を
以
天
下
国
家
の
御
為
と

は
罷
成
候
」「
御
為
と
申
は
、
天
下
国
家
の
為
を
指
て
御
為
と
は
可
申
候
。

当
時
通
言
に
成
候
御
為
と
は
、
金
銀
の
御
徳
用
と
成
候
を
御
為
と
存
込
罷
在

候
も
の
も
多
御
座
候
」「
天
下
万
民
国
家
の
御
為
」（
同
前
１
・
２
・
３
）
と

述
べ
、
先
に
確
認
し
た
経
済
的
な
原
則
の
遵
守
を
含
め
、「
御
為
」
と
は
将

軍
が
人
民
本
位
の
善
政
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
府
・
将
軍
の

側
に
限
っ
て
の
金
銭
的
利
益
を
第
一
と
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
ま
で
み
る
と
広
内
の
考
え
る
将
軍
の
器
量
と
は
家
臣
団
と
庶
民
に
お

け
る
金
銀
流
通
の
自
由
が
も
た
ら
す
富
の
尊
重
に
合
致
す
る
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
別
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

御
威
光
撓
付
ら
れ
恐
聞
の
上
に
て
直
り
候
得
ば
、
内
に
反
て
気
さ
し
含

候
事
明
に
御
座
候
。
…
…
聞
心
の
楽
に
て
陰
體
に
し
て
、
真
に
草
木
楽

に
は
あ
ふ
る
ゝ
枝
を
切
、
或
は
指
南
し
て
陽
気
の
延
や
か
成
を
育
て
、

勢
の
長
ず
る
を
楽
の
最
上
と
す
る
は
本
心
の
楽
、
身
の
養
生
に
成
り

て
、
陽
體
に
し
て
登
す
る
類
皆
是
に
外
な
ら
ず
…
…
御
米
よ
り
大
切
の
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士
民
困
候
得
ば
、
御
軍
用
に
は
猶
不
成
候
。
…
…
只
士
民
の
真
服
が
御

軍
用
第
一
に
て
御
座
候
。
武
門
の
小
乗
と
大
乗
と
を
御
見
分
可
被
遊

候
。（
同
前
１４
・
１５
）

類
す
る
表
現
と
し
て
は
「
四
海
泰
平
と
申
は
、
天
下
の
万
民
内
外
能
服
し

奉
り
た
る
を
、
全
御
代
の
治
り
た
る
と
申
候
」「
全
天
下
国
家
治
り
、
万
士

万
民
も
左
を
脱
て
服
し
奉
る
の
法
、
其
道
に
御
座
候
。
則
武
門
の
大
道
と
申

候
」（
同
前
３
）、「
御
静
謐
成
る
御
代
の
美
景
、
武
門
の
御
手
柄
に
て
御
座

候
」（
同
前
１１
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
威
光
と
強
制
に
頼
る

支
配
で
は
達
成
で
き
な
い
「
楽
」
の
境
地
と
し
て
の
、
支
配
下
の
人
々
の
真

意
か
ら
の
将
軍
へ
の
服
従
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
た
武
家
政
権
と
し
て

の
幕
府
の
安
泰
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
広
内
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
武
」
の
理
想

的
な
実
現
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
天
下
の
金
銀
は
将
軍
の
物
な
り
。

古
よ
り
武
将
の
金
銀
に
御
手
支
被
遊
た
る
を
不
聞
。
さ
ら
ば
御
大
事
の
あ
ら

ん
時
は
、
海
内
の
宝
は
お
の
づ
か
ら
集
る
事
的
然
な
り
」（
同
前
６
・
７
）

と
あ
る
よ
う
に
、
金
銀
流
通
の
自
由
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
将
軍
に
よ
る
別

次
元
で
の
一
括
保
有
と
非
常
時
の
収
奪
を
前
提
と
す
る
点
で
制
約
的
な
も
の

だ
っ
た
。

で
は
な
ぜ
広
内
は
こ
う
し
た
考
え
を
直
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点

に
つ
い
て
は
「
江
戸
惣
門
所
々
の
御
番
所
、
或
は
京
、
大
坂
、
駿
府
御
番
所

等
の
御
番
人
士
列
の
者
は
大
概
家
来
に
て
、
歩
行
以
下
の
者
共
は
皆
々
当
分

雇
ひ
の
日
雇
を
以
て
番
人
に
拵
置
候
…
…
い
か
に
御
静
謐
の
御
代
と
は
申
な

が
ら
、
平
生
戦
場
、
戦
場
平
生
と
御
座
候
へ
ば
、
余
り
御
油
断
千
万
不
心
掛

の
至
に
乍
恐
奉
存
候
。
…
…
此
外
共
に
武
備
の
薄
成
事
御
賢
察
可
被
遊
候
」

「
歴
々
の
武
士
た
る
も
の
、
近
年
は
ち
と
身
を
持
た
る
町
人
方
へ
文
通
仕
候

に
、
大
概
大
方
様
付
の
書
通
に
て
御
座
候
。
或
は
出
会
の
節
の
挨
拶
等
を
承

候
に
、
互
に
殿
付
の
口
上
に
、
武
士
町
人
の
境
も
難
見
分
、
一
座
族
間
に
御

座
候
。
…
…
武
威
薄
く
成
候
証
拠
に
て
御
座
候
」（
同
前
９
）
と
述
べ
て
い

る
。
番
方
要
員
の
粗
略
化
や
、
町
人
の
台
頭
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

上
の
身
分
的
な
形
式
尊
重
の
軽
視
な
ど
、「
武
備
」「
武
威
」
衰
退
へ
の
危
機

感
こ
そ
、
広
内
を
大
胆
な
「
直
訴
」
へ
と
導
い
た
社
会
的
な
背
景
な
の
で
あ

っ
た
。

広
内
上
書
の
言
説
的
な
特
徴
は
、
鳩
巣
書
簡
に
も
確
認
さ
れ
る
批
判
的
な

器
量
論
を
さ
ら
に
構
造
的
・
術
策
的
に
解
釈
し
、
幕
政
批
判
お
よ
び
貨
幣
経

済
の
促
進
に
よ
る
人
々
の
生
活
の
尊
重
と
い
う
逆
説
的
な
方
法
論
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
武
家
政
権
へ
の
人
々
の
自
発
的
な
帰
属
を
、
あ
ら
た
め
て
強

固
な
目
的
と
し
て
設
定
し
直
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
残
る
『
明
君
家
訓
』
の

扱
い
に
つ
い
て
は
次
節
に
廻
す
こ
と
に
す
る
。

三
、『
明
君
家
訓
』
と
『
武
士
訓
』

室
鳩
巣
著
『
明
君
家
訓
』
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
成
稿
、
正
徳
五

年
（
一
七
一
五
）
に
柳
枝
軒
茨
木
多
左
衛
門
が
著
者
を
明
か
さ
ず
初
版
、
享

保
初
年
に
こ
れ
が
幕
府
近
習
衆
を
発
端
に
江
戸
中
の
評
判
を
呼
び
、
同
六
年

（
一
七
二
一
）、
こ
の
と
き
は
鳩
巣
作
と
わ
か
る
形
で
同
書
肆
か
ら
再
版
さ
れ

（
�
）

て
い
る
。

広
内
上
書
で
は
「
世
俗
専
ら
当
将
軍
様
御
直
作
の
書
と
て
、
或
は
誉
め
、

或
は
譏
り
、
其
評
区
々
に
て
当
時
は
や
り
申
候
」（『
山
下
広
内
上
書
』
１１
）
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と
、
こ
の
書
が
当
時
、
将
軍
吉
宗
の
作
と
し
て
流
行
し
て
い
る
事
実
に
触

れ
、
そ
れ
な
ら
ば
「
恐
な
が
ら
御
気
質
の
顕
れ
申
書
を
御
弘
め
被
遊
候
事
、

心
有
武
士
は
乍
恐
浅
間
敷
奉
存
儀
に
御
座
候
間
」（
同
前
１２
）
と
の
理
由

で
、
ひ
と
つ
に
は
そ
の
絶
版
を
提
案
す
る
。
但
し
そ
の
一
方
、
広
内
は
「
愚

に
は
全
井
澤
が
自
作
と
決
定
奉
存
候
訳
は
、
井
澤
が
書
に
、
武
士
訓
と
申
書

御
座
候
。
此
文
と
質
ひ
と
し
く
御
座
候
へ
ば
、
全
以
御
上
作
と
は
不
奉
存
候

得
共
」（
同
前
１１
・
１２
）
と
述
べ
、
井
澤
長
秀
著
『
武
士
訓
』
と
の
内
容
的

（
�
）

な
一
致
を
根
拠
に
『
明
訓
家
訓
』
の
井
澤
作
者
説
を
唱
え
、
将
軍
の
実
作
で

な
い
な
ら
ば
放
任
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
結
論
を
下
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
『
明
君
家
訓
』
の
記
述
へ
の
同
意
で
は
な
く
、
井

澤
作
と
し
た
上
で
の
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
が
あ
ら
た
め
て
向
け
ら
れ

た
。

此
書
の
非
は
日
本
の
弓
箭
と
、
漢
伝
の
弓
箭
と
相
交
、
一
質
に
覚
綴
り

た
る
書
に
て
、
日
本
正
道
の
弓
箭
に
対
し
て
大
成
無
礼
至
極
な
る
書
に

て
御
座
候
。
…
…
都
て
異
国
の
弓
箭
は
人
性
の
陰
気
厚
生
付
候
故
、
謀

作
を
以
軍
の
利
を
得
ん
事
を
計
り
、
不
義
に
し
て
帝
王
を
殺
奉
り
、
下

賤
よ
り
十
善
の
位
に
立
、
只
荒
強
の
み
を
武
勇
と
覚
申
候
気
質
に
て
、

言
語
い
や
し
く
、
…
…
日
本
は
陽
気
の
武
機
応
て
政
道
の
亀
鑑
と
し
、

お
の
づ
か
ら
才
智
聡
明
に
し
て
清
直
剛
強
成
事
、
天
竺
震
旦
に
勝
れ
て

速
な
り
。
…
…
是
神
道
冥
加
之
大
道
成
が
故
に
、
往
古
よ
り
悪
人
悪
逆

の
者
数
多
御
座
候
と
い
へ
ど
も
、
帝
王
を
ば
い
ろ
ひ
不
奉
、
是
全
義
を

専
に
守
る
国
の
印
に
て
、
唐
土
天
竺
に
勝
た
る
証
拠
に
て
御
座
候
。

（
同
前
１２
）

「
人
性
」
に
お
け
る
「
気
」
の
陰
・
陽
の
相
異
を
前
提
に
、
さ
ら
に
は
皇

室
へ
の
尊
崇
を
も
踏
ま
え
た
「
神
道
冥
加
の
大
道
」
を
引
き
合
い
に
、
と
り

わ
け
中
国
の
そ
れ
に
対
す
る
自
国
「
日
本
の
弓
箭
」
の
道
徳
的
な
優
秀
性
を

主
張
す
る
の
が
広
内
の
立
場
だ
っ
た
。
そ
の
上
で
「
漢
伝
の
弓
箭
」
す
な
わ

ち
中
国
の
事
例
を
肯
定
的
に
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
日
本
の
事
例
と

混
同
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
『
明
君
家
訓
』
に
は
、
低
い
評
価
し
か
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
は
同
時
に
「
日
本
に
於
て
不
義
の
漢
伝
を

学
び
、
何
の
為
に
か
柔
弱
修
行
す
べ
く
、
井
澤
が
書
に
よ
つ
て
質
を
み
る

に
、
異
国
の
風
俗
に
移
り
度
下
心
明
に
見
へ
申
候
」（
同
前
１２
・
１３
）
と
、

『
武
士
訓
』
へ
の
批
判
と
も
内
容
的
に
重
な
っ
て
い
た
。

ま
た
放
任
論
の
方
に
も
そ
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
ケ
様
の

儀
を
勿
體
な
く
も
上
の
御
作
な
ど
と
も
て
遊
候
事
、
乍
恐
気
の
毒
千
万
に
奉

存
候
得
共
、
天
下
の
政
道
を
し
ろ
し
め
す
御
大
将
は
、
御
好
き
き
ら
ひ
の
し

れ
ざ
る
を
以
て
用
と
し
、
細
か
成
事
に
御
心
を
よ
せ
ら
れ
ぬ
を
以
體
と
し
、

爰
を
以
名
将
の
御
機
と
奉
称
も
の
に
て
御
座
候
」（
同
前
１３
）
と
、
こ
こ
で

も
将
軍
特
有
の
器
量
の
大
き
さ
が
援
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
広
内
上
書
の
別
条
に
は
「
神
仏
を
お
ろ
そ
か
に
被
為

成
候
様
に
申
候
。
…
…
士
農
工
商
の
四
民
を
以
て
国
の
機
と
し
、
神
仏
儒
医

の
四
道
を
以
国
の
慣
と
し
て
、
天
下
は
治
る
も
の
に
御
座
候
。
…
…
機
慣
全

甲
乙
な
く
揃
は
ざ
れ
ば
、
国
病
難
治
片
荷
を
附
る
馬
の
ご
と
く
、
つ
り
合
ざ

る
も
の
に
御
座
候
」（
同
前
８
）
と
あ
る
。
財
政
的
な
要
因
か
ら
寺
社
関
連

の
出
費
を
抑
え
よ
う
と
し
た
吉
宗
に
対
し
て
、
広
内
は
こ
れ
を
個
人
的
な
不

信
心
の
問
題
に
置
き
換
え
て
批
判
を
行
う
。
こ
こ
で
の
将
軍
の
器
量
と
は
あ

― ９ ―
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き
ら
か
に
、
四
民
の
尊
重
と
あ
わ
せ
た
、
天
下
統
治
の
要
具
と
し
て
の
片
寄

り
の
な
い
教
学
の
採
用
を
指
し
て
い
た
。

こ
こ
で
広
内
が
指
摘
す
る
『
明
君
家
訓
』
と
『
武
士
訓
』
の
類
似
性
に
つ

い
て
、
こ
の
二
つ
の
書
物
に
お
け
る
実
際
は
ど
う
な
の
か
も
確
か
め
た
い
。

以
下
、
両
書
か
ら
一
点
ず
つ
、
二
点
一
組
の
引
用
を
幾
つ
か
並
べ
る
。

是
式
の
儀
に
候
へ
ど
も
、
此
両
事
に
て
滅
明
が
心
ざ
ま
正
し
く
大
様
に

し
て
、
身
の
便
を
も
と
め
ず
、
才
学
を
も
つ
ぱ
ら
と
せ
ず
、
を
の
れ
を

枉
て
人
に
へ
つ
ら
は
ぬ
所
あ
ら
は
れ
候
。
…
…
某
論
語
を
よ
み
候
て
、

此
所
に
い
た
り
て
は
大
方
感
涙
を
お
さ
へ
候
。
某
が
家
臣
た
る
者
は
、

家
老
、
頭
分
は
子
游
を
鏡
に
い
た
し
、
諸
士
は
滅
明
を
手
本
に
い
た
す

（
�
）

べ
く
候
。（『
明
君
家
訓
』
７３
・
７４
）

…
…
是
滅
明
が
こ
ゝ
ろ
た
ゞ
し
く
、
人
に
へ
つ
ら
は
ぬ
を
、
子
游
は
甚

だ
称
し
ら
れ
た
り
。
…
…
人
の
頭
た
る
も
の
は
子
游
を
ま
な
び
、
そ
れ

（
�
）

よ
り
下
は
滅
明
を
ま
な
ぶ
べ
し
。（『
武
士
訓
』
４７３
）

特
に
表
現
の
似
て
い
る
箇
所
に
は
以
下
共
、
傍
線
を
付
し
た
。
ま
ず
広
内

の
注
目
ど
お
り
、
中
国
の
事
柄
を
称
揚
す
る
代
表
例
は
こ
の
一
組
、「
子

游
、
武
城
の
宰
と
為
る
。
子
曰
く
、
女
、
人
を
得
た
り
や
、
曰
く
、
澹
台
滅

明
な
る
者
有
り
、
行
く
に
径
に
由
ら
ず
、
公
事
に
非
ざ
れ
ば
未
だ
嘗
て
偃
の

室
に
至
ら
ざ
る
也
」（『
論
語
』
雍
也
第
六
、
原
漢
文
）
を
典
拠
に
、
行
動
と

上
司
と
の
関
わ
り
に
潔
癖
な
人
物
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
「
士
」
の
模
範
と
し

て
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
な
人
物
の
事
例
だ
が
、
次
は
そ
れ
を
一
般

化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

節
義
の
嗜
と
申
は
、
口
に
偽
を
い
は
ず
、
身
に
私
を
か
ま
へ
ず
、
心
す

な
を
に
し
て
外
に
か
ざ
り
な
く
、
作
法
不
乱
、
礼
義
正
し
く
、
上
に
不

諂
、
下
を
不
慢
、
を
の
れ
が
約
諾
を
た
が
へ
ず
、
人
の
患
難
を
見
捨

ず
、
か
ひ
ゞ
ゝ
し
く
た
の
も
し
く
、
仮
初
に
も
下
ざ
ま
の
賤
き
物
が
た

り
、
悪
口
な
ど
言
葉
の
端
に
も
不
出
、
さ
て
、
恥
を
知
て
、
首
を
刎
ら

る
と
も
、
お
の
れ
が
す
ま
じ
き
事
は
せ
ず
、
死
す
べ
き
場
を
ば
一
足
も

不
引
、
常
に
義
理
を
お
も
ん
じ
て
、
其
心
鉄
石
の
ご
と
く
成
も
の
か

ら
、
又
温
和
慈
愛
に
し
て
、
物
の
あ
は
れ
を
し
り
、
人
に
情
有
を
、
節

義
の
士
と
は
申
候
。（『
明
君
家
訓
』
７０
・
７１
）

士
た
ら
ん
も
の
は
、
節
義
を
も
つ
ぱ
ら
た
し
な
み
、
一
言
一
行
も
、
武

士
の
道
に
を
い
て
、
不
吟
味
な
る
こ
と
な
き
や
う
に
と
心
が
く
べ
し
。

口
に
い
つ
は
り
を
い
は
ず
、
身
に
わ
た
く
し
を
か
ま
へ
ず
、
内
す
な
ほ

に
、
外
か
ざ
り
な
く
、
礼
義
た
ゞ
し
く
、
作
法
見
〔
マ
マ
〕
だ
れ
ず
、

た
つ
と
き
に
へ
つ
ら
は
ず
、
い
や
し
き
を
あ
な
ど
ら
ず
、
富
る
に
ほ
こ

ら
ず
、
ま
づ
し
き
を
見
す
て
ず
、
人
を
そ
し
ら
ず
、
我
を
た
て
ず
、
か

げ
言
中
謀
い
ふ
べ
か
ら
ず
。（『
武
士
訓
』
４６０
・
４６１
）

『
明
君
家
訓
』
で
の
後
半
部
分
の
詳
説
が
『
武
士
訓
』
で
は
略
さ
れ
る
も

の
の
、「
士
」
の
理
想
的
な
内
面
性
と
し
て
「
節
義
」
を
い
ず
れ
も
取
り
上

げ
、
そ
の
説
明
内
容
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
こ
れ
に
近
い
例
と
し
て
は
、

「
義
理
に
さ
と
き
も
の
は
利
欲
に
う
と
く
、
利
欲
に
さ
と
き
も
の
は
義
理
に

う
と
し
。
義
理
に
さ
と
き
を
以
て
士
と
し
、
利
欲
に
さ
と
き
を
も
て
町
人
と

す
」（『
明
君
家
訓
』
８１
）
に
「
士
は
義
理
に
さ
と
き
を
専
と
す
べ
し
。
義
理

に
さ
と
き
も
の
は
利
慾
に
う
と
く
、
利
慾
に
さ
と
き
も
の
は
義
理
に
う
と

し
」（『
武
士
訓
』
４６０
）
が
並
べ
ら
れ
る
。
潔
い
「
士
」
に
望
ま
し
い
資
質
で

中
村
三
近
子
の
『
切
磋
藁
』
に
つ
い
て
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あ
る
「
義
理
」
は
と
も
に
「
利
欲
（
慾
）」
と
対
立
す
る
。

次
の
一
対
は
「
学
問
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
長
文
を
引
く
が
、
こ
こ
で
も

要
所
の
表
現
は
酷
似
し
て
い
る
。

学
問
と
は
別
に
か
は
り
申
儀
は
こ
れ
な
く
候
。
人
た
る
所
の
道
に
て
候

へ
ば
、
朝
夕
第
一
に
可
心
得
の
処
…
…
さ
り
な
が
ら
当
代
、
学
問
仕
由

申
輩
に
、
結
句
不
学
問
の
人
よ
り
お
と
り
申
も
の
有
之
候
。
其
故
は
、

此
人
元
来
を
の
れ
が
才
智
に
ほ
こ
り
、
名
利
の
心
深
く
し
て
、
不
学
な

り
と
人
の
申
を
無
念
に
存
、
書
籍
を
と
り
あ
つ
か
ひ
、
少
々
文
字
を

知
、
古
事
ど
も
端
々
覚
候
て
、
人
を
あ
な
ど
り
を
の
れ
に
傲
る
た
す
け

と
い
た
し
候
。
…
…
し
か
れ
ば
書
を
よ
み
候
も
、
古
の
聖
賢
の
御
言
葉

を
種
と
し
て
、
心
身
の
工
夫
を
せ
ん
た
め
な
れ
ば
、
小
学
、
四
書
、
近

思
録
の
た
ぐ
ひ
を
熟
読
い
た
し
、
余
力
あ
ら
ば
、
五
経
な
ど
に
も
及
、

其
義
理
を
尋
、
一
字
一
句
も
今
日
の
上
に
ひ
き
う
け
て
、
悉
修
行
の
為

に
い
た
し
候
こ
そ
、
真
の
学
問
と
申
べ
く
候
。
右
の
外
書
籍
あ
ま
り
不

入
事
に
候
。
…
…
百
年
存
命
候
と
も
、
無
学
に
て
人
た
る
道
も
不
存
候

は
ゞ
、
何
の
益
な
き
事
に
て
候
。（『
明
君
家
訓
』
６９
・
７０
）

士
た
ら
ん
も
の
は
、
特
更
お
さ
な
き
よ
り
、
ま
づ
文
学
を
専
と
す
べ

し
。
学
問
は
人
の
人
た
る
道
な
れ
ば
、
朝
夕
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。
学
問

と
い
へ
ば
、
ひ
ろ
き
こ
と
の
や
う
な
れ
ど
も
、
つ
ゞ
む
る
と
こ
ろ
、
忠

と
孝
と
の
ふ
た
つ
に
い
で
ず
。
其
他
は
二
つ
の
理
に
こ
も
れ
り
。
い
に

し
へ
の
聖
賢
の
御
こ
と
ば
に
よ
り
て
、
心
を
お
さ
め
、
身
に
お
と
な
ふ

工
夫
の
た
め
な
れ
ば
、
四
書
、
小
学
近
思
録
を
よ
み
、
師
に
つ
き
て
、

孝
弟
忠
信
礼
義
廉
恥
の
理
を
た
づ
ね
知
べ
し
た
ゞ
し
専
ら
程
朱
の
説

に
よ
り
て
、
学
ぶ
べ
し
。
か
く

し
て
余
力
も
あ
ら
ば
、
五
経
に
も
及
び
、
諸
家
に
も
わ
た
る
べ
し
。

た
ゞ
一
言
半
句
に
て
も
、
今
日
の
上
に
ひ
き
う
け
て
、
修
行
と
す
る

を
、
学
問
の
本
意
と
す
る
な
り
。
た
と
ひ
も
ゝ
と
せ
の
よ
は
ひ
を
た
も

つ
と
も
、
道
を
し
ら
ず
し
て
、
空
し
く
年
月
を
す
ご
す
は
、
人
の
人
た

る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。（『
武
士
訓
』
４４９
・
４５０
）／
学
問
し
た
る
人

に
、
不
忠
不
孝
に
し
て
、
無
学
の
人
よ
り
お
と
り
た
る
あ
り
。（
同
前

４５２
）

「
士
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
学
問
」
と
は
い
ず
れ
も
、
専
業
の
徒
が
与
す
る

よ
う
な
「
学
問
」
そ
の
も
の
の
目
的
化
は
採
ら
ず
、
朱
子
学
の
基
本
テ
キ
ス

ト
に
「
熟
読
」
の
範
囲
を
絞
り
、
書
物
の
知
識
を
日
常
生
活
の
反
省
に
生
か

し
な
が
ら
、
道
徳
的
な
面
か
ら
み
た
「
人
」
と
し
て
の
「
心
」「
身
」
の
向

上
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
う
で
は
な
い
「
学
問
」
は
「
不
学
」

（
�
）

「
無
学
」
に
も
劣
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
非
難
さ
れ
た
。

広
内
上
書
が
否
定
的
に
着
目
す
る
『
明
君
家
訓
』
と
『
武
士
訓
』
の
類
似

性
と
は
、
表
現
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
な
に
よ
り
も
同
一
書
肆
か

ら
の
版
行
ゆ
え
の
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
記
載
内
容
の
部
分
的
な
転
用
と
い

（
�
）

う
の
が
事
の
真
相
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
奥
底
に
は
、
将
軍
の
器
量
に

関
心
を
傾
け
る
広
内
に
は
さ
ほ
ど
自
覚
さ
れ
ず
文
章
化
さ
れ
な
か
っ
た
、

「
士
」
一
般
に
お
け
る
問
題
と
し
て
の
「
節
義
」「
学
問
」
に
関
す
る
共
通
の

認
識
が
具
わ
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
点
は
三
近
子
の
方
が
そ
の
継
承

者
と
い
え
よ
う
。
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四
、『
切
磋
藁
』
に
お
け
る
「
器
量
」
と
「
御
為
」

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
こ
こ
か
ら
は
『
切
磋
藁
』
の
内
容
に
つ
き
本
格

的
な
検
討
を
行
う
。

ま
ず
確
認
で
き
る
の
は
、
本
書
で
も
『
山
下
広
内
上
書
』
と
同
様
、
将
軍

の
「
器
量
」
が
重
視
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
「
人
君
の
大
器
、
な
ん
ぞ

紀
州
よ
り
の
御
供
又
は
固
有
の
御
旗
本
と
今
日
二
つ
の
御
差
別
可
有
之
哉
」

⑵
、「
天
下
を
掌
に
極
玉
ふ
人
君
の
最
上
、
殊
更
御
明
君
と
奉
申
将
軍
様
の

御
身
分
、
是
式
の
事
の
み
を
奉
誉
は
却
而
御
器
量
狭
隘
に
似
た
り
。
右
の
称

美
は
常
人
に
適
当
な
る
べ
し
」
⑷
と
、
広
内
上
書
と
同
程
度
の
そ
れ
で
は
も

の
足
り
ず
、
吉
宗
に
は
い
っ
そ
う
別
格
化
さ
れ
る
「
器
量
」
が
求
め
ら
れ

た
。
加
え
て
広
内
と
の
明
瞭
な
違
い
と
し
て
、
こ
の
よ
り
優
れ
た
「
器
量
」

に
は
、
儒
教
を
信
奉
す
る
理
想
的
な
君
主
像
の
イ
メ
ー
ジ
が
附
随
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
「
古
よ
り
無
数
の
聖
賢
の
万
善
を
か
く
し
、
一
事
の
胡
乱

を
以
て
唐
の
全
躰
を
蔽
」
う
に
過
ぎ
な
い
広
内
の
中
国
批
判
は
「
至
極
の
論

に
あ
ら
ず
」
と
退
け
ら
れ
、「
御
上
に
は
唐
虞
三
代
孔
孟
之
遺
教
仁
義
の
道

徳
を
御
崇
敬
被
遊
候
義
は
難
有
事
に
あ
ら
ず
や
。
…
…
曽
而
土
地
に
預
る
事

に
あ
ら
ず
。
聖
賢
の
成
法
仁
義
の
教
を
信
ず
る
が
古
今
の
通
法
也
」
と
、
儒

教
道
徳
を
日
本
・
中
国
の
地
域
差
に
こ
だ
わ
ら
ず
普
遍
的
に
捉
え
る
立
場
か

ら
、
そ
れ
を
政
治
の
基
本
方
針
に
採
用
す
る
将
軍
の
姿
勢
が
称
え
ら
れ
（
以

上
⑺
）、「
四
海
の
治
道
御
一
身
を
不
出
、
況
一
国
の
政
を
以
天
下
に
錯
は
聖

人
不
易
の
大
道
也
」
⑾
と
、
将
軍
に
は
「
聖
人
」
の
道
を
自
身
に
体
現
し

て
、
そ
の
延
長
で
「
天
下
」
の
統
治
に
臨
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

将
軍
の
「
楽
」
に
つ
い
て
も
、
広
内
上
書
の
批
判
に
立
つ
あ
ら
た
な
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る
。

楽
と
は
悦
の
十
分
に
あ
ま
り
た
る
も
の
也
。
真
は
信
の
本
躰
に
し
て
形

な
し
。
御
楽
程
に
は
御
と
り
と
ゞ
め
被
遊
が
た
し
。
古
よ
り
聖
人
も
金

石
絲
竹
匏
土
革
木
と
て
八
つ
の
楽
器
を
こ
し
ら
へ
哥
舞
し
て
楽
玉
へ

り
。
別
に
唐
虞
三
代
の
古
へ
真
と
い
ふ
物
に
節
章
句
を
つ
け
て
楽
給
ふ

と
い
ふ
事
は
見
え
ず
。
上
天
理
に
御
そ
む
き
不
被
遊
下
万
民
の
な
や
み

に
な
ら
ざ
る
御
楽
は
、
乍
恐
随
分
御
心
ま
か
せ
に
被
遊
候
方
が
万
民
難

有
奉
存
事
な
ら
ん
か
し
。
⒂

広
内
が
「
楽
」
を
「
士
民
の
真
服
」
と
捉
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
指
摘

だ
と
思
わ
れ
る
。
三
近
子
は
そ
の
よ
う
な
内
容
理
解
が
抽
象
的
に
過
ぎ
る
こ

と
に
異
議
を
唱
え
る
。
そ
こ
で
解
釈
さ
れ
直
し
た
「
楽
」
と
は
、
先
に
み
た

将
軍
像
に
ふ
さ
わ
し
く
、
儒
教
的
な
政
治
の
具
体
的
な
実
現
を
専
制
的
に
推

し
進
め
て
民
意
を
叶
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
格
上
げ
さ
れ
た
「
器

量
」
に
並
行
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
や
は
り
儒
教
の
、
そ
れ
も
先
に
み
た

本
書
の
引
用
・
言
及
事
例
か
ら
、
朱
子
学
の
「
天
理
」
に
由
来
す
る
と
思
わ

れ
る
民
本
主
義
的
な
理
想
論
を
附
随
さ
せ
、
そ
の
意
味
で
権
力
的
に
強
化
さ

れ
た
将
軍
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
う
し
た
理
念
を
踏
ま
え
た
社
会
的
実
践
へ
の
展

開
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
三
近
子
は
ま
ず
「
広
内
兵
乱
の
口
上
あ

り
。
凡
人
間
世
古
よ
り
治
世
に
は
太
平
を
述
、
乱
世
に
は
武
備
を
語
る
。
是

古
今
の
通
俗
な
り
」
と
述
べ
、「
武
備
」
の
重
視
に
傾
く
広
内
上
書
へ
の
反

論
か
ら
、
む
し
ろ
「
太
平
」
の
在
り
方
を
問
う
の
が
、
こ
の
享
保
期
の
「
治
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世
」
に
適
し
た
政
策
の
立
脚
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で

「
夫
天
地
の
職
分
は
万
物
生
育
を
役
と
し
玉
ふ
。
生
々
し
て
や
ま
ぬ
は
万
古

不
易
の
造
化
な
り
。
元
よ
り
国
々
土
地
に
よ
り
て
年
の
豊
凶
あ
り
。
日
本
六

十
州
と
も
に
五
穀
不
熟
の
事
あ
ら
ん
や
。
大
豆
を
つ
か
み
て
十
畳
の
座
敷
に

ま
く
が
如
し
。
大
豆
の
少
畳
あ
り
、
多
畳
あ
り
。
然
れ
ど
も
根
本
の
大
豆
は

生
育
し
て
一
粒
を
減
ぜ
ざ
る
が
ご
と
く
」
云
々
と
述
べ
、
当
時
の
社
会
の
実

態
に
対
す
る
認
識
と
し
て
、
不
均
衡
を
伴
い
な
が
ら
も
結
果
的
に
破
綻
し
な

い
「
生
育
」「
造
化
」
の
貫
徹
が
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
（
以
上
⑻
）。
だ
か

ら
相
対
済
し
令
の
社
会
的
波
紋
に
つ
い
て
も
「
凡
天
下
の
事
、
一
方
に
利
あ

れ
ば
一
方
に
害
あ
り
。
馬
の
蹄
喫
な
る
も
の
は
能
走
の
道
理
に
て
、
利
害
平

等
に
ゆ
き
亘
ら
ず
。
借
銭
も
ち
は
徳
政
を
悦
び
、
借
し
主
は
か
な
し
む
」
⑽

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
質
上
、
金
銭
的
な
「
利
害
」
に
不
「
平
等
」
は
つ

（
�
）

き
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
則
は
崩
さ
な
い
も
の
の
、
い
わ
ば
経
済
上
の

誤
差
を
実
情
と
し
て
請
け
負
い
得
る
の
が
、
三
近
子
の
描
く
「
太
平
」
な
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
広
内
上
書
の
「
融
通
自
由
」
の
提
唱
に
も
、
次

の
よ
う
な
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。

元
よ
り
広
内
如
申
、
大
乗
の
道
理
よ
り
み
た
る
時
は
、
天
下
一
物
と
て

も
将
軍
様
の
御
有
に
な
ら
ぬ
は
な
し
。
然
れ
ど
も
節
用
愛
人
治
国
平
天

下
の
本
な
れ
ば
、
御
上
に
金
銀
虚
乏
す
れ
ば
忽
治
道
の
差
つ
か
へ
に
成

べ
し
。
広
内
が
論
た
ゞ
理
一
を
い
ふ
て
分
殊
を
闕
。
是
又
黒
〔
墨
〕
子

が
教
に
、
他
人
の
物
は
我
が
物
、
他
人
の
父
は
我
が
父
と
い
ふ
如
く
、

人
我
分
殊
の
差
別
立
ざ
る
論
也
。
若
御
上
に
金
銀
御
た
く
は
へ
無
き
時

は
、
億
兆
の
臣
民
勲
功
忠
勤
あ
る
時
、
御
褒
美
可
被
下
候
其
節
、
御
倉

に
金
銀
な
く
て
は
当
座
の
褒
賞
何
を
以
御
当
可
被
遊
。
奉
天
下
諸
民
の

所
持
は
皆
御
上
の
物
と
い
は
ゞ
、
民
の
物
を
其
時
々
に
御
押
掠
被
成
候

而
御
褒
美
に
御
当
可
被
遊
哉
。
去
ば
と
り
も
な
を
さ
ず
桀
紂
が
し
わ
ざ

な
れ
ば
、
御
倉
に
金
銀
御
た
く
は
へ
被
遊
候
事
、
あ
な
が
ち
に
不
可
奉

評
。
⑸

「
生
育
」「
造
化
」
が
ど
こ
ま
で
も
平
等
に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
原
則

つ
ま
り
「
理
一
」
に
拘
泥
す
る
と
、
通
貨
総
量
の
民
間
へ
の
シ
フ
ト
か
ら
幕

府
の
財
源
が
不
安
定
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
広
内
上
書
の
こ
の
主

張
が
「
天
下
の
金
銀
は
将
軍
の
物
」
を
前
提
と
す
る
限
定
的
な
も
の
で
あ
る

以
上
、
逆
に
非
常
時
の
収
奪
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
た
め
、
実
は
幕
府
の
み

な
ら
ず
民
間
の
所
有
を
保
証
す
る
側
面
を
併
せ
持
つ
「
人
我
分
殊
の
差
別
」

を
損
ね
る
と
い
う
の
が
、
三
近
子
の
反
対
理
由
で
あ
っ
た
。
語
ら
れ
る
の
は

金
銀
流
通
の
次
元
だ
が
、
こ
こ
に
は
同
時
に
、
儒
教
の
一
面
差
別
的
な
社
会

観
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
の
、
墨
子
兼
愛
説
に
も
等
し
い
広
内
上
書
の
実
情

軽
視
へ
の
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
反
論
に
は
、
次
の

よ
う
な
見
解
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

凡
万
民
は
驕
奢
ノ
心
出
や
す
き
も
の
也
。
折
々
御
上
よ
り
奢
を
御
戒
倹

約
を
御
教
訓
の
御
触
無
怠
慢
世
上
へ
廻
り
て
さ
へ
万
民
大
過
の
お
ご
り

ヤ

つ
よ
し
。
汝
不
レ

知
近
年
富
有
の
町
人
銀
座
等
の
花
麗
、
予
常
に
思

ふ
、
秦
始
皇
帝
咸
陽
宮
の
花
美
三
千
の
宮
女
の
分
野
、
今
日
千
歳
の
後

ま
で
奢
り
の
名
を
残
せ
り
。
然
る
に
当
世
富
有
の
町
人
奢
形
は
始
皇
帝

よ
り
一
等
を
増
し
た
る
事
必
せ
り
。
…
…
町
人
の
身
分
花
麗
の
人
形
を
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調
ず
と
も
金
銀
す
く
む
べ
か
ら
ず
。
必
広
内
ち
つ
と
も
気
遣
あ
る
べ
か

ら
ず
。
凡
富
有
の
町
人
風
俗
千
万
人
と
も
に
金
銀
を
内
に
つ
み
置
す
く

め
置
候
事
、
病
を
恐
る
ゝ
よ
り
猶
き
ら
い
申
事
な
り
。
…
…
金
銀
は
天

の
運
旋
す
る
如
く
、
く
る
り
ゝ
ゝ
ゝ
と
瞬
息
の
間
断
な
く
世
界
を
め
ぐ

り
て
隙
な
し
。
⒁

見
方
を
変
え
れ
ば
、「
融
通
自
由
」
は
広
内
上
書
が
こ
と
さ
ら
に
説
く
ま

で
も
な
く
、
利
潤
の
増
幅
に
余
念
の
無
い
町
人
達
の
社
会
に
す
で
に
自
生
し

て
い
る
現
象
で
あ
る
と
三
近
子
は
考
え
た
。
そ
し
て
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
派
生

す
る
「
驕
奢
」
の
す
さ
ま
じ
さ
こ
そ
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
は
幕
府
の
倹
約

令
に
よ
っ
て
も
統
制
不
可
能
な
程
の
深
刻
さ
を
抱
え
る
も
の
だ
と
も
み
ら
れ

た
。
三
近
子
に
と
っ
て
「
融
通
自
由
」
論
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、

民
間
に
お
け
る
そ
う
し
た
原
則
の
暴
走
と
い
う
、
統
制
困
難
な
も
う
ひ
と
つ

の
実
情
の
存
在
を
提
起
す
る
こ
と
に
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
警
戒
含
み
で
も
あ
る
実
情
尊
重
の
立
場
は
、
教
学
一
般
の
流

行
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
第
一
に
、

吉
宗
の
神
仏
へ
の
不
信
心
を
諌
言
す
る
広
内
上
書
に
対
し
て
、
三
近
子
は

「
凡
信
心
信
仰
は
一
箇
の
心
の
倚
と
こ
ろ
に
し
て
外
よ
り
の
つ
け
や
き
刃
を

以
信
不
信
に
い
た
る
事
あ
た
わ
ず
。
万
物
と
か
く
上
の
御
好
に
下
效
な
ら
ひ

…
…
も
し
又
将
軍
様
神
仏
ふ
か
く
御
信
心
被
遊
候
は
ゞ
、
天
下
の
人
皆
坊
主

社
人
に
な
る
べ
き
か
。
た
ゞ
神
仏
は
古
今
有
来
た
る
物
な
れ
ば
、
古
来
罷
通

り
に
増
減
な
し
に
被
遊
候
義
を
奉
申
上
候
が
順
路
也
」
⑹
と
述
べ
て
い
る
。

権
力
の
人
々
に
対
す
る
特
定
な
信
仰
の
強
制
に
は
、
信
教
に
お
け
る
内
面
的

根
拠
の
重
要
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
か
ら
否
定
的
で
あ
り
、
在
来
の
宗
教

的
慣
行
へ
の
容
認
も
ま
た
三
近
子
の
重
ん
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
第
二

に
、
広
内
上
書
に
み
ら
れ
る
『
明
君
家
訓
』
の
絶
版
問
題
に
つ
い
て
も
「
右

之
家
訓
当
然
至
道
の
御
金
言
な
ら
ば
、
万
民
の
為
永
々
不
朽
の
重
宝
な
る
べ

し
。
若
又
利
世
安
民
の
為
に
益
な
き
書
物
な
ら
ば
、
世
人
用
ひ
奉
る
ま
じ
。

是
絶
板
同
前
な
り
。
善
悪
の
用
捨
は
専
万
民
に
顕
る
事
な
り
。
…
…
予
も
右

の
家
訓
熟
読
翫
味
す
る
に
、
澹
台
滅
明
の
御
高
論
は
奉
感
味
に
余
り
。
た
と

ひ
又
井
澤
氏
が
私
作
に
も
せ
よ
、
右
之
一
巻
篤
実
至
道
の
格
言
な
れ
ば
、
世

に
行
れ
て
何
の
妨
か
あ
る
」
⑼
と
説
か
れ
て
い
る
。「
節
義
」
に
名
高
い

「
澹
台
滅
明
」
を
掲
げ
る
点
へ
の
支
持
か
ら
容
認
論
に
立
つ
一
方
、
書
物
の

社
会
的
消
長
に
関
し
て
は
、
権
力
に
よ
る
統
制
な
ど
行
わ
な
く
て
も
善
悪
の

弁
別
能
力
を
具
え
た
民
意
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ

た
。
経
済
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
人
心
の
問
題
と
大
き
く
関
わ
る
教
学
の
領

域
に
お
い
て
も
民
間
の
実
情
の
尊
重
を
唱
え
る
と
こ
ろ
に
、
三
近
子
の
基
調

が
確
認
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
他
に
、『
切
磋
藁
』
で
は
広
内
上
書
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、

「
士
」
一
般
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
広
内

上
書
と
は
異
な
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
御
為
」
を
提
示
す
る
や
り
方
で
説
か

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
近
子
に
と
っ
て
の
「
御
為
」
と
は
「
御
為
と
い
ふ

は
御
上
御
一
箇
の
御
身
分
の
御
為
御
徳
用
に
な
る
義
を
御
為
と
み
る
が
然
る

べ
し
。
諸
御
役
人
等
な
ま
じ
い
に
万
民
の
為
が
御
為
と
見
込
候
は
ゞ
、
却
而

不
忠
不
義
の
あ
や
ま
ち
あ
る
べ
し
。
と
か
く
御
家
人
は
御
上
御
一
箇
の
御
為

を
一
図
に
取
は
か
ら
い
、
亦
御
上
は
何
事
も
万
民
の
為
と
被
思
召
上
候
と
い

ふ
口
上
に
て
、
上
下
こ
も
ゝ
ゝ
円
満
と
い
ふ
べ
し
」
⒀
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
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よ
う
に
、「
御
家
人
」
か
ら
「
御
上
」
つ
ま
り
将
軍
個
人
へ
の
専
一
な
忠
誠

に
意
味
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
御
為
」
を
「
万
民
の
為
」

と
捉
え
る
広
内
上
書
の
理
解
に
お
い
て
、
そ
の
主
体
を
将
軍
一
人
か
ら
家
臣

の
個
々
に
拡
げ
る
と
、
か
え
っ
て
将
軍
向
け
の
忠
誠
心
が
薄
ら
ぎ
か
ね
な
い

と
の
危
惧
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
御

上
」
と
「
万
民
」
と
の
間
に
お
け
る
、「
円
満
」
な
関
係
の
実
現
に
協
力
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
切
磋
藁
』
で
は
「
追
加
」
二
項
と
も
に
議

論
は
こ
う
し
た
「
御
為
」
解
釈
の
補
足
に
充
て
ら
れ
る
が
、
下
記
の
引
用
の

通
り
、
そ
れ
は
第
一
に
「
我
が
身
」
と
自
家
の
利
得
が
ら
み
で
の
み
任
務
に

励
む
「
役
人
」
た
ち
へ
の
戒
め
で
あ
り
、
第
二
に
、
本
年
の
「
十
雨
」
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
善
政
の
実
現
へ
の
意
識
的
な
参
画
を
、
読
者
に
促
す
も
の

で
あ
っ
た
。

元
よ
り
御
役
人
の
篤
実
忠
精
の
了
簡
を
土
台
に
立
て
、
毫
毛
の
末
程
も

面
々
の
経
営
妻
子
の
勝
手
づ
く
の
貪
着
に
克
己
い
た
し
雑
れ
切
候

は
ゞ
、
幾
千
万
の
御
為
出
来
い
た
す
べ
し
。
己
一
分
の
建
立
の
事
心
根

に
さ
し
は
さ
ま
ば
、
成
ス
程
の
事
皆
我
が
妻
子
へ
の
奉
公
に
な
り
、
方

寸
の
心
得
違
ひ
に
て
千
里
の
間
違
有
べ
し
。
…
…
先
我
が
身
の
経
営
を

五
分
に
相
考
へ
、
夫
よ
り
御
為
の
五
分
の
御
為
も
不
可
捨
猶
省
察
を
加

へ
ば
、
十
分
の
御
為
い
か
程
も
有
事
な
れ
。
立
身
名
利
を
捨
切
候
而
心

力
を
用
ひ
候
は
ゞ
、
二
六
時
中
御
為
か
ぎ
り
な
か
る
べ
し
。
⒃
│「
追

加
」
１

当
御
代
の
御
政
務
を
奉
試
に
、
已
に
享
保
寅
の
当
歳
三
百
五
十
四
ケ
日

の
内
、
三
十
六
日
穀
雨
を
下
し
三
百
十
八
日
快
晴
を
あ
ら
は
す
。
是
古

代
を
た
め
し
に
引
に
不
及
、
直
に
十
日
の
雨
に
し
て
其
し
る
し
日
本
一

州
五
穀
豊
饒
民
安
全
な
り
。
…
来
り
も
せ
ぬ
麟
鳳
を
い
ふ
て
う
そ
を
つ

か
ん
よ
り
は
、
ケ
様
の
的
面
に
有
ル
十
雨
の
時
に
か
な
ふ
所
を
つ
け

て
、
い
さ
ま
し
く
御
為
を
取
は
か
ら
ひ
度
物
な
り
。
た
ゞ
う
か
ゝ
ゝ
と

い
た
し
日
を
送
る
は
誠
に
酔
生
夢
死
と
云
べ
し
。
⒄
│「
追
加
」
２

以
上
の
考
察
か
ら
『
切
磋
藁
』
の
記
載
内
容
を
整
理
す
る
と
、
第
一
に
、

本
書
に
お
け
る
「
器
量
」
は
広
内
上
書
の
そ
れ
が
「
融
通
自
由
」
を
提
唱
し

な
が
ら
も
「
武
」
を
本
位
と
す
る
政
治
支
配
の
術
策
性
を
潜
め
て
い
た
の
に

対
し
、
儒
教
的
民
本
思
想
の
遵
奉
そ
の
も
の
に
よ
る
将
軍
権
力
の
さ
ら
な
る

増
強
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
経
済
、

人
心
、
教
学
流
行
の
領
域
に
お
け
る
、
広
内
上
書
の
原
則
重
視
な
ら
ざ
る
実

情
尊
重
の
必
要
性
と
そ
の
側
面
で
の
権
力
介
入
の
限
界
と
を
結
果
的
に
露
呈

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
三
近
子
の
「
御
為
」
は
、
広
内
上
書
へ

の
反
論
か
ら
幕
臣
の
将
軍
に
対
す
る
忠
誠
の
必
要
性
を
再
確
認
さ
せ
る
こ
と

を
明
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
言
説
の
う
ち
に
は
、
上

記
の
よ
う
に
生
じ
た
権
力
構
造
の
部
分
的
な
空
白
に
対
処
す
べ
く
、
あ
ら
た

め
て
「
士
」
一
般
の
「
節
義
」、
こ
れ
は
広
内
上
書
が
「
武
」
に
お
け
る
自

国
優
越
を
主
張
す
る
の
に
反
し
て
『
明
君
家
訓
』
と
『
武
士
訓
』
へ
の
共
感

並
び
に
儒
教
道
徳
の
普
遍
性
を
支
持
す
る
立
場
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
し
た
も
の
に
支
え
ら
れ
る
将
軍
対
武
士
階
層
・
民
間
の
一
元
的
な

支
配
関
係
を
樹
立
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

― １５ ―
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村
三
近
子
の
『
切
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に
つ
い
て



む
す
び
に
か
え
て

『
切
磋
藁
』
の
著
さ
れ
た
享
保
初
年
は
鷹
狩
復
活
、
目
安
箱
設
置
、
紀
州

派
家
臣
団
の
形
成
な
ど
、
将
軍
権
力
の
強
化
策
に
重
点
の
置
か
れ
た
時
代
で

（
�
）

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
ブ
レ
ー
ン
儒
者
の
鳩
巣
の
み
な
ら
ず
、
広
内
、

三
近
子
と
も
に
牢
人
・
在
野
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
支
持
す
る
言
説
空
間
に
参

入
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
上
で
三
近
子
の
場
合
、
立
論
の
素
地
は
幼
少
時

の
師
で
あ
る
山
崎
闇
斎
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
朱
子
学
の
基
礎
的
な

教
養
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
鳩
巣
や
井
澤
の
書
物
と
も
共
通
す
る
士
道
論
的
な

「
学
問
」
尊
重
の
立
場
で
あ
っ
た
。
武
国
日
本
の
偏
重
に
相
反
し
、
三
近
子

の
立
脚
点
は
あ
く
ま
で
儒
教
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
長
期
の
空
白
を
経
て
民

間
教
導
家
と
し
て
の
著
作
量
産
期
に
進
も
う
と
す
る
三
近
子
は
、
従
来
か
ら

の
京
都
町
人
の
代
弁
者
的
な
姿
勢
を
維
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
幕

藩
体
制
の
同
時
代
的
な
傾
向
を
踏
ま
え
た
言
説
と
の
接
触
を
、
数
年
後
に
お

け
る
出
版
界
再
登
場
へ
の
準
備
段
階
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
切
磋
藁
』
は
ま
た
、
民
間
教
導
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
有
益
な
見
地
を

我
々
に
提
供
し
て
く
れ
る
。
本
書
中
の
「
器
量
」
論
は
、
い
っ
そ
う
実
情
に

き
め
細
か
く
関
与
し
う
る
も
の
と
し
て
、
幕
府
・
将
軍
の
働
き
か
け
に
対
す

る
民
間
教
導
の
独
自
的
な
余
地
を
見
い
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

実
情
の
尊
重
は
朱
子
学
の
「
理
一
分
殊
」
の
概
念
に
よ
り
説
明
さ
れ
て
い
た

が
、
後
年
に
な
る
と
そ
の
解
釈
は
「
公
」「
法
」
に
対
す
る
「
私
」「
分
別
道

（
�
）

具
」
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の
と
き
三
近
子
に
お
け
る
も
の
ご
と
の
実
情
と

は
、
幕
政
と
り
わ
け
法
度
政
治
で
は
処
断
し
き
れ
な
い
、
そ
れ
と
は
異
な
る

配
慮
を
仕
向
け
る
べ
き
対
象
と
い
う
意
味
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
切
磋
藁
』
で
は
本
来
、
天
地
造
化
の
原
則
へ
の
拘
泥
に
対
す
る
も
の
で
あ

っ
た
実
情
が
、
こ
こ
で
は
明
瞭
に
、
幕
政
の
処
置
に
対
す
る
も
の
へ
と
変
容

し
た
の
で
あ
る
。
享
保
改
革
の
も
と
、
自
生
す
る
知
と
民
心
の
領
域
、
す
な

（
�
）

わ
ち
出
版
業
、
往
来
物
、
手
習
塾
、
学
問
所
に
も
及
ぼ
う
と
す
る
、
将
軍
権

力
の
教
化
政
策
と
競
合
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
民
間
教
導
の
実
情
尊

重
的
な
性
格
が
ま
ず
第
一
に
定
義
づ
け
ら
れ
よ
う
。

そ
の
一
方
、「
士
」
一
般
の
資
質
に
限
ら
れ
て
い
た
「
節
義
」
は
三
近
子

に
お
い
て
の
ち
に
、「
児
女
」
を
対
象
と
し
「
日
用
の
心
が
け
」
を
内
容
と

（
�
）

し
て
、
そ
の
意
味
を
拡
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
よ
り
広
汎
な
階
層

の
人
々
に
「
上
下
こ
も
ゝ
ゝ
円
満
」
の
前
提
と
し
て
の
、
将
軍
へ
の
忠
誠
で

あ
る
「
御
為
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
先
の

規
定
と
同
時
に
、
儒
教
的
な
君
臣
秩
序
を
基
軸
に
据
え
、
幕
藩
体
制
の
構
成

要
素
と
し
て
も
積
極
的
に
機
能
し
よ
う
と
す
る
、
民
間
教
導
の
も
う
ひ
と
つ

の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
寛
政
年
間
に
松
平
定
信
は
『
山
下
広
内
上
書
』
を
同
僚
の
老
中
ら
に

提
示
し
て
そ
の
感
想
を
求
め
た
が
、
こ
の
と
き
複
数
の
人
物
が
享
保
期
と
比

較
し
て
の
、
こ
の
時
期
の
「
困
窮
」「
奢
侈
」
の
深
刻
さ
と
、
厳
格
な
方
法

（
�
）

に
よ
る
対
策
の
必
要
を
提
案
し
て
い
る
。
寛
政
期
か
ら
の
照
射
と
し
て
三
近

子
の
民
間
教
導
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
太
平
」
認
識
の
産
物
で
あ

り
、
強
制
的
な
性
格
を
内
在
し
て
い
る
幕
府
通
例
の
教
化
政
策
に
比
し
て
、

民
間
へ
の
信
頼
と
そ
の
自
発
性
へ
の
即
応
と
い
う
性
格
が
、
や
は
り
色
濃
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
村
三
近
子
の
『
切
磋
藁
』
に
つ
い
て
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『
切
磋
稿
』
に
み
ら
れ
た
民
間
教
導
論
の
端
緒
は
、
以
降
の
著
作
に
お
い

て
、
実
践
を
伴
い
そ
の
本
格
化
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の
と
き
三
近
子
は
民
間

教
導
論
に
お
け
る
こ
れ
ら
当
初
の
複
数
的
な
性
格
を
反
映
さ
せ
、
往
来
物
、

節
用
集
、
教
訓
書
、
教
訓
絵
本
詞
書
部
分
な
ど
庶
民
教
育
の
関
連
書
に
加

え
、
享
保
期
に
お
け
る
教
化
政
策
と
の
共
存
や
交
渉
を
意
識
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
、『
六
諭
衍
義
小
意
』
や
『
温
知
政
要
輔
翼
』
と
い
う
そ
れ
に
関
連

す
る
著
作
の
解
説
書
に
も
手
を
広
げ
、
き
わ
め
て
集
中
的
な
執
筆
活
動
に
出

精
す
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
関
連
拙
稿
に
「
元
禄
・
享
保
期
の
出
版
文
化
と
往
来
物
作
者
た
ち
」『
教
育

史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
創
刊
号
、「
近
世
往
来
物
作
者
に
お
け
る
庶
民
教
育
論
│

中
村
三
近
子
を
事
例
と
し
て
│
」『
日
本
教
育
史
研
究
』
二
五
、「『
謡
曲
画

誌
』
詞
書
部
分
の
考
察
│
往
来
物
作
者
中
村
三
近
子
に
お
け
る
「
善
念
」
の

一
側
面
│
」『
文
化
史
学
』
六
二

以
上
二
〇
〇
六
、「
史
料
紹
介
・
中
村
三

近
子
著
『
温
知
精
要
輔
翼
』（
京
大
大
惣
本
）
に
つ
い
て
」『
東
海
近
代
史
研

究
』
二
八
、「『
女
大
学
宝
箱
』
と
『
女
中
庸
瑪
瑙
箱
』│
中
村
三
近
子
系
の

女
子
用
往
来
物
を
め
ぐ
る
比
較
的
考
察
│
」『
関
西
教
育
学
会
研
究
紀
要
』

七
、「
中
村
三
近
子
の
初
期
往
来
物
に
つ
い
て
│『
書
札
調
法
記
』
と
『
用
文

章
指
南
大
全
』│
」『
文
化
史
学
』
六
三

以
上
二
〇
〇
七
、「
中
村
三
近
子

の
享
保
期
往
来
物
に
つ
い
て
│『
四
民
往
来
』
と
『
一
代
書
用
筆
林
宝
鑑
』

│
」『
同
志
社
大
学
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』

五
、「『
六
諭
衍
義
小
意
』
考
│
中
村
三
近
子
の
教
訓
科
往
来
物
に
つ
い
て

│
」『
教
育
文
化
』
一
七
、「
中
村
三
近
子
の
「
学
問
」
と
楽
天
主
義
│
増
穂

残
口
・
佚
斎
樗
山
の
談
義
本
か
ら
『
児
戯
笑
談
』
へ
│
」『
文
化
史
学
』
六

四

以
上
二
〇
〇
八
、「
中
村
三
近
子
に
お
け
る
仁
政
と
民
間
教
導
論
│『
温

知
政
要
輔
翼
』
を
事
例
に
│
」『
教
育
文
化
』
一
八

二
〇
〇
九
。

（
２
）
「
山
内
」「
幸
内
」
の
例
も
み
ら
れ
る
が
『
切
磋
藁
』
中
の
表
記
に
従
い
本
稿

で
は
広
内
に
統
一
。

（
３
）
中
野
『
戯
作
研
究
』
中
央
公
論
社

一
九
八
一

二
〇
八
〜
二
一
六
頁
。

（
４
）
「
武
士
訓
に
日
本
の
武
士
は
義
を
守
る
と
い
ひ
た
し
と
井
沢
氏
の
了
簡
も

…
…
さ
す
が
武
士
よ
り
経
書
を
ま
な
び
□
た
る
ゆ
へ
、
世
の
儒
者
と
は
格
別

に
聞
え
て
心
ち
よ
し
」
と
あ
る
。
享
保
一
四
年
刊
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館

蔵
本
よ
り
引
用
。

（
５
）
同
書
肆
享
保
四
年
版
行
目
録
、
同
六
年
蔵
版
目
録
（『
近
世
出
版
広
告
集
成
』

一

ゆ
ま
に
書
房

一
九
八
三
、
所
収
）
に
拠
る
。
柳
枝
軒
は
井
澤
お
よ
び

貝
原
益
軒
、
西
川
如
見
の
著
作
も
「
独
占
的
に
開
板
」（
今
田
洋
三
『
江
戸

の
本
屋
さ
ん
│
近
世
文
化
史
の
側
面
│
』
日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
七
七

五
七
頁
）
す
る
。

（
６
）
国
会
図
書
館
本
は
『
明
君
家
訓
』
と
、
内
閣
文
庫
本
ほ
か
は
定
信
ら
「
四
侯

評
論
」「〔
白
川
侯
〕
物
価
論
〔
寛
政
元
年
一
〇
月
〕」「
附
論
」
と
、
そ
れ
ぞ

れ
合
綴
。『
国
書
総
目
録
』
を
参
照
。

（
７
）
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
。『
象
の
貢
献
』
中
に
は
「
切
瑳
藁
十
雨
の
説
」

と
の
小
題
を
掲
げ
る
一
節
の
他
、「
余
が
切
瑳
藁
の
中
、
十
雨
の
一
条
を
抜

萃
し
て
児
女
の
た
め
に
節
義
を
す
ゝ
む
る
も
の
也
」（「
日
本
近
年
十
雨
の
瑞

例
」）
と
も
あ
る
が
、
引
用
中
の
表
現
に
若
干
の
変
更
が
み
ら
れ
る
。

（
８
）
以
下
と
も
特
に
断
り
の
な
い
限
り
中
野
三
敏
氏
蔵
本
『
切
磋
藁
』
か
ら
引

用
。
付
記
の
括
弧
付
数
字
は
「
追
加
」
を
含
む
計
一
七
条
の
通
し
番
号
を
示

す
。

― １７ ―
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村
三
近
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に
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て



（
９
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
第
三

司
法
省
庶
務
課

一
八
九
五

一
三
〇
・
一

三
一
頁
。

（
１０
）
辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
創
文
社

一
九
六
三

一
二
一
・
一
二
二

頁
、
を
参
照
。

（
１１
）
九
月
四
日
付
、
加
賀
藩
家
老
奥
村
修
運
宛
書
簡
に
「
一
昨
朝
も
未
明
よ
り
訴

状
上
げ
申
共
〔
マ
マ
〕
箱
出
申
を
相
待
罷
在
、
箱
出
申
と
其
儘
打
こ
み
申
由

に
候
。
…
…
浪
人
ら
し
き
者
麻
上
下
に
て
挟
箱
も
た
せ
参
候
て
訴
状
取
出
し

入
申
」
云
々
と
あ
る
。『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
二

大
鐙
閣

一
九
一
四

四
六
二
頁
。

（
１２
）
一
二
月
九
日
付
、
山
本
基
庸
宛
書
簡

同
前
四
七
四
頁
。

（
１３
）
一
二
月
二
四
日
付
、
青
地
礼
幹
宛
書
簡

同
前
四
七
五
・
四
七
六
頁
。

（
１４
）
「
若
御
上
作
に
も
御
座
候
は
ゞ
…
…
絶
板
に
被
仰
付
可
然
奉
存
候
」
も
の
だ

が
「
井
澤
が
作
に
さ
へ
相
極
候
は
、
其
分
に
御
捨
置
被
遊
候
は
悪
敷
も
の
に

て
も
無
御
座
候
」
と
い
う
の
が
『
山
下
広
内
上
書
』
の
判
断
で
あ
る
（
１２
・

１３
）。
以
下
共
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
五
、
所
収
本
よ
り
引
用
、
括
弧
内
数

字
は
同
書
頁
を
示
す
。

（
１５
）
享
保
七
年
二
月
二
八
日
付
、
奥
村
修
運
宛
書
簡
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
二

四
七
九
頁
。

（
１６
）
辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
吉
川
弘
文
館

一
九
五
八
、
を
参
照
。
同
書
は
広
内

上
書
を
「
当
時
幕
府
が
お
こ
な
っ
て
い
た
緊
縮
政
策
・
府
庫
致
富
策
に
徹
底

的
な
批
判
を
お
こ
な
い
」（
四
八
頁
）
云
々
と
紹
介
す
る
。
他
方
、
大
石
慎

三
郎
氏
は
広
内
上
書
を
「
米
穀
を
軸
と
す
る
農
政
の
重
視
を
提
言
」
す
る
も

の
と
紹
介
す
る
。
同
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
御
茶
の
水
書
房

一
九
七

九
増
補
版

五
頁
。

（
１７
）
柴
田
篤
・
辺
土
名
朝
邦
『
中
村
惕
斎
・
室
鳩
巣
』
明
徳
出
版
社

一
九
八
三

一
五
六
・
一
五
七
頁
。
鳩
巣
に
つ
い
て
は
中
村
安
宏
「
室
鳩
巣
の
朱
子
学
変

容
」『
日
本
思
想
史
学
』
三
〇

一
九
九
八
、
も
参
照
。

（
１８
）
井
澤
本
人
は
自
著
で
な
い
事
を
証
言
す
る
。
白
石
良
夫
「
井
沢
蟠
龍
の
著
述

と
そ
の
周
辺
」『
近
世
文
芸
』
四
五

一
九
八
六
、
を
参
照
。

（
１９
）
以
下
共
『
日
本
思
想
大
系
二
七

近
世
武
家
思
想
』
岩
波
書
店

一
九
七

四
、
所
収
、
正
徳
五
年
刊
本
よ
り
引
用
、
括
弧
内
数
字
は
同
書
頁
を
示
す
。

（
２０
）
以
下
共
『
武
士
道
叢
書
』
上
巻

博
文
館

一
九
〇
五
、
所
収
、
正
徳
五
年

刊
本
よ
り
引
用
、
括
弧
内
数
字
は
同
書
頁
を
示
す
。

（
２１
）
あ
き
ら
か
に
『
明
君
家
訓
』
に
は
み
ら
れ
ず
『
武
士
訓
』
の
み
に
特
徴
的
な

内
容
は
「
そ
も
ゝ
ゝ
武
士
の
は
じ
ま
り
を
た
づ
ぬ
る
に
、
ち
は
や
ふ
る
神
代

の
む
か
し
」（
同
４４８
）
で
始
ま
る
一
巻
第
一
条
、
冒
頭
に
「
武
術
お
の
ゝ
ゝ

異
な
れ
ど
も
、
勝
負
の
理
は
い
づ
れ
も
ひ
と
し
、
し
ば
ら
く
管
見
を
し
る
し

て
、
後
人
に
し
め
す
の
み
」（
同
前
４８３
）
と
記
す
五
巻
の
各
条
で
あ
る
。
な

お
同
書
四
巻
末
に
「
右
四
巻
は
、
近
世
印
行
の
〔
大
和
〕
俗
訓
、
家
道
訓
、

〔
和
俗
〕
童
子
訓
、
五
常
訓
、
及
其
他
を
し
へ
を
し
る
せ
る
和
字
の
書
ど
も

に
、
も
れ
た
る
こ
と
を
と
り
ひ
ろ
い
て
、
武
士
道
の
あ
ら
ま
し
を
書
の
す
る

も
の
な
り
。
此
書
の
み
を
よ
み
て
、
く
は
し
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
か
れ
」

（
同
前
４８２
）
と
あ
る
。
同
じ
く
柳
枝
軒
か
ら
刊
行
さ
れ
る
益
軒
本
を
内
容
的

に
補
完
し
う
る
別
系
統
の
教
訓
書
と
い
う
の
が
、
版
元
側
と
し
て
の
『
武
士

訓
』
の
謳
い
文
句
で
あ
っ
た
。

（
２２
）
両
書
の
類
似
性
は
、
近
藤
斉
『
近
世
以
降
武
家
家
訓
の
研
究
』
風
間
書
房

一
九
七
五

八
一
頁
、
が
す
で
に
指
摘
す
る
。

（
２３
）
『
山
下
広
内
上
書
』
の
「
融
通
自
由
」
も
ま
た
「
金
銀
は
有
生
不
滅
の
世
宝

に
し
て
、
い
つ
迄
も
不
滅
し
て
天
下
に
融
通
し
め
ぐ
る
物
に
て
御
座
候
へ

ば
」（
同
６
）、「
と
か
く
世
界
は
車
の
輪
の
ご
と
く
、
行
を
と
ゞ
む
れ
ば
、

中
村
三
近
子
の
『
切
磋
藁
』
に
つ
い
て
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出
る
か
た
よ
は
し
。
是
天
道
の
御
律
儀
な
る
御
よ
そ
ほ
ひ
に
て
御
座
候
」

（
同
前
１０
）
と
、「
生
育
」「
造
化
」
の
説
に
程
近
い
世
界
観
に
基
礎
づ
け
ら

れ
て
い
た
。

（
２４
）
大
石
学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』
一
九
九
五

東
京
堂
出
版
、
同
編
著
『
日

本
の
時
代
史
一
六

享
保
改
革
と
社
会
変
容
』
二
〇
〇
三

吉
川
弘
文
館
、

を
参
照
。

（
２５
）
「
公
ケ
は
理
一
私
は
分
殊
な
る
べ
し
。
…
…
古
よ
り
法
は
重
く
人
は
軽
し
と

い
へ
り
、
こ
れ
公
論
な
り
。
…
…
理
一
分
殊
又
権
道
な
ど
い
へ
る
分
別
道
具

が
入
べ
し
」『
温
知
政
要
輔
翼
』
享
保
一
六
年
成
稿
、
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央

図
書
館
蔵
本
。

（
２６
）
横
田
冬
彦
「
近
世
村
落
社
会
に
お
け
る
〈
知
〉
の
問
題
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
五
九

一
九
九
八
、
辻
本
雅
史
「
幕
府
の
教
育
政
策
と
民
衆
」
辻
本
・
沖

田
行
司
編
『
新

体
系
日
本
史
一
六

教
育
社
会
史
』
二
〇
〇
二

山
川
出

版
社
、
を
参
照
。
具
体
的
な
政
策
と
し
て
は
享
保
七
年
の
『
六
諭
衍
義
大

意
』
版
行
と
江
戸
市
中
手
習
師
匠
へ
の
頒
布
、
出
版
取
締
令
、
同
八
年
の
菅

野
兼
山
の
会
輔
堂
へ
の
支
援
、
同
一
一
年
の
懐
徳
堂
の
官
許
な
ど
。

ほ
ど
よ
し
よ
ろ
し

（
２７
）
『
象
の
貢
献
』（
前
掲
本
）
よ
り
以
下
引
用
。「
節

義
、
本
行
に
節
義
の
二
字
を

出
し
お
き
た
る
ゆ
へ
、

つ
い
で
に
児
女
の
た
め
に
、
此
二
字
の
み
を
説
て
日
用
の
心
が
け
の
為
に
す
。
節
と
い
ふ

は
、
物
事
よ
く
相
応
ず
る
事
な
り
。
義
は
諸
書
に
い
ろ
ゝ
ゝ
と
と
く
ゆ
へ
、
む
つ
か
し
く

聞
ゆ
れ
共
、
畢
竟
手
み
ぢ
か
く
不
義
非
道
を
せ
ぬ

が
す
ぐ
に
義
也
。
人
間
の
心
得
に
毎
日
入
る
事
也
」。

（
２８
）
「
困
窮
ま
で
も
今
の
困
窮
は
病
根
む
つ
か
し
く
奉
存
候
。
…
…
右
の
通
故
、

小
児
に
灸
を
す
へ
、
病
後
に
食
を
ひ
か
へ
候
や
う
成
る
以
果
敢
御
行
ひ
不
被

成
候
て
は
不
相
成
か
と
奉
存
候
」
寛
政
二
年
一
月
九
日
付
、
老
中
本
多
忠
籌

「
御
答
」
前
掲
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
五

一
八
頁
、「
享
保
の
頃
に
奢
侈
を

被
制
候
は
、
当
時
の
勢
よ
り
は
や
う
や
く
易
き
方
に
も
可
有
之
哉
と
奉
存

候
。当
時
の
勢
は
漸
々
滋
蔓
に
及
び
候
所
に
て
稍
々
難
き
方
に
被
存
候
。…
…

当
時
は
裏
屋
住
み
者
迄
も
美
食
美
服
最
何
と
も
不
存
風
に
成
行
候
哉
と
奉
存

候
。
少
し
は
攻
撃
の
剤
を
も
用
不
申
候
は
で
は
行
と
ゞ
き
申
間
敷
、
寛
猛
相

救
候
御
論
妙
処
に
可
有
之
と
奉
存
候
」
同
月
一
九
日
付
、
老
中
松
平
乗
完

「
御
答
」
同
前
三
二
頁
。
寛
政
期
の
幕
府
教
化
政
策
に
つ
い
て
は
、
本
山
幸

彦
『
近
世
国
家
の
教
育
思
想
』
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
一

九
九
・
一
〇
〇

頁
を
参
照
。

〔
後
記
〕
平
成
二
十
一
年
三
月
、『
切
磋
藁
』
の
原
本
を
御
貸
与
頂
い
た
中
野
三
敏
先

生
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）
の
御
学
恩
に
対
し
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
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│
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＊
二
〇
〇
九
年
十
月
十
五
日
受
付
、
十
一
月
十
八
日
掲
載
決
定
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